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は
じ
め
に

　
荒
野
泰
典
氏
は
、
漂
流
民
を
国
家
間
で
相
互
に
送
還
す
る
体
制
を

通
じ
て
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を
考
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た
（
荒

野
泰
典
一
九
八
三
、一
九
八
八
、二
〇
〇
〇
）。
日
本
人
の
漂
流
・

漂
着
と
い
う
事
象
を
「
鎖
国
」
日
本
か
ら
飛
び
出
し
た
人
と
し
て

好
奇
の
目
で
捉
え
た
り
、
日
本
に
漂
着
し
て
く
る
異
国
人
を
「
鎖

国
」
下
に
お
け
る
例
外
的
な
国
際
交
流
と
み
る
の
で
は
な
い
新
し

い
視
点
が
荒
野
氏
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
送
還
体

制
の
研
究
は
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
朝
鮮
・
琉
球
・
中
国
な
ど
と

日
本
間
の
送
還
体
制
に
つ
い
て
は
実
証
的
研
究
も
蓄
積
し
て
い
る

（
春
名
徹
一
九
九
四
、
同
二
〇
〇
五
、
渡
辺
美
季
一
九
九
九
、
同

二
〇
〇
〇
、
徳
永
和
喜
二
〇
〇
六
、
池
内
敏
一
九
九
八
年
、
木
部

和
昭
一
九
九
三
、
関
周
一
一
九
九
一
、
李
薫
二
〇
〇
八
、
劉
序
楓

二
〇
〇
八
な
ど
）。
そ
の
一
方
で
、対
馬
・
薩
摩
・
長
崎
と
と
も
に
「
四

つ
の
口
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
松
前
と
そ
の
「
押
さ
え
」
の
対

象
で
あ
る
蝦
夷
地
で
は
、
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
漂
着
事
件
自
体

が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
表
１
参
照
）。
こ
こ
で
は
研
究
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
原
因
を
あ
げ
て
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
方
向
性
と
本

論
の
目
的
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
近
世
蝦
夷
地
が
異
域
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
蝦
夷

地
へ
の
漂
着
と
日
本
本
土
へ
の
漂
着
を
無
意
識
に
同
一
視
し
て
い
る

　
近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
　

　
　
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
　

及
　
川
　
将
　
基

キ
ー
ワ
ー
ド

　
漂
流
民
送
還
　
国
際
関
係
　
漂
着
物
処
理
　
近
世
の
平
和
　
ア
イ
ヌ
の
自
律
性
　
　



－  99  －

史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
蝦
夷
地
に
漂
着
し
た
も
の
が
日
本
国
内
の
漂

着
事
件
と
同
様
に
処
理
さ
れ
て
い
れ
ば
、
漂
着
処
理
か
ら
み
た
蝦
夷

地
は
日
本
国
内
並
の
存
在
で
あ
っ
た
と
評
価
出
来
る
が
、
実
態
は
そ

う
で
は
な
い
。

　
第
二
に
、
漂
着
者
が
異
国
を
み
た
側
面
に
研
究
者
の
関
心
が
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
一
七
世
紀
の
千
島
研

究
に
は
漂
着
者
の
残
し
た
記
録
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が

あ
る
（
高
倉
新
一
郎
一
九
六
六
、
菊
池
勇
夫
一
九
九
九
、
川
上
淳

二
〇
一
一
）。
そ
の
た
め
漂
着
者
の
帰
国
や
送
還
に
関
わ
る
問
題
よ

り
も
、
漂
着
地
の
当
時
の
有
様
を
解
明
す
る
た
め
に
彼
ら
の
記
録
が

利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
漂
流
記
（
１
）

と
い
う
存
在
自
体
に

も
、「
異
国
を
見
た
」
こ
と
を
記
録
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た

傾
向
が
あ
る
。
蝦
夷
地
の
漂
流
記
の
地
域
別
・
時
期
的
な
分
布
を
み

て
み
て
も
（
表
２
）、
情
報
量
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
時
期
と
地
域

に
集
中
し
て
い
る
。
一
方
で
、
そ
れ
以
外
の
時
期
や
地
域
で
は
、
漂

流
記
と
い
う
形
で
記
録
が
残
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
漂

流
記
を
残
さ
な
い
漂
着
者
を
含
め
た
形
で
そ
の
総
体
が
把
握
さ
れ
て

な
い
状
況
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
ア
イ
ヌ
が
、
次
に
松
前
藩
が
漂
着
者
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
、
つ
ま
り
蝦
夷
地
に
お
け
る
漂
着
者
処
理

の
実
態
を
検
討
し
た
い
。
資
料
の
残
存
状
況
お
よ
び
著
者
の
収
集
能

力
か
ら
、
一
七
世
紀
以
降
か
ら
一
八
世
紀
を
中
心
に
蝦
夷
地
へ
の
和

人
漂
着
と
そ
れ
に
準
じ
る
処
理
が
な
さ
れ
た
事
例
を
検
討
す
る
こ
と

に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
イ
ヌ
の
日
本
な
ど
へ
の
漂
着
や
蝦
夷
地
に
漂

着
し
日
本
以
外
へ
送
還
さ
れ
た
事
例
（
例
え
ば
、
宝
暦
元
年
の
天
下

森
浜
へ
の
ア
イ
ヌ
二
名
の
漂
着
の
事
例
、
千
島
・
カ
ラ
フ
ト
へ
の
ロ

シ
ア
人
漂
着
の
事
例
な
ど
）
も
検
討
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
が
（
２
）

、
さ

ら
に
事
例
を
収
集
す
る
と
と
も
に
検
討
す
る
機
会
を
別
に
持
ち
た

い
。
ま
た
、
今
回
取
り
上
げ
る
漂
着
事
例
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
煩

雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
最
後
に
一
括
し
て
か
か
げ
る
の
で
参

照
さ
れ
た
い
。
ま
た
表
１
作
成
に
使
用
し
た
漂
着
事
例
の
詳
細
な
内

容
・
典
拠
に
つ
い
て
は
「
近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
一
覧
表
」（
及
川
将

基
二
〇
〇
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

表１　蝦夷地漂着者一覧表

漂着年度＼漂着地

松
前
地

蝦  夷  地 カ
ラ
フ
ト

南
千
島

北
千
島

カ ム チ ャ
ツ カ 半 島 
ア リ ュ ー
シャン列島

沿
海
州

総計
東蝦夷地 西蝦夷地

-1699 6 19 11 4 0 2 0 1 1 29
1700-1749 0 13 8 5 1 2 2 2 0 20
1750-1799 3 12 6 5 2 4 3 2 0 26
1800-1849 12 18 12 6 3 3 2 1 0 39
1850-1868 19 10 6 3 3 2 0 1 3 38
総計 40 72 43 23 9 13 7 7 4 152

（1）本表は、蝦夷地および周辺地域への漂着者を漂着地別に一覧表にしたものである。東蝦夷地
と西蝦夷地の合計は蝦夷地の総計とならないのは、東西何れの地に漂着したか不明な事例が
存在するためである。

（2）全体の傾向として、時代が下るにつれて件数が増えている。ただし、史料収集および残存に
限界があるため、どれだけ実態を反映しているかは心許ない。

（3）とくに参考にした資料は以下の通り。川合一九六七、加藤一九九〇、及川二〇〇三。

表２　漂流記史料のある蝦夷地漂着事件
西暦 和暦 漂着地域 漂流記名

1662 寛文 2 南千島
「勢州船北海漂着記」、「玉滴隠見」、「福山

秘府」
1696 元禄 9 西蝦夷地（奥）「漂舟録」
1712 正徳 2 南千島 「エトロフ島漂着記」
1744 延享 1 北千島 「竹内徳兵衛魯国漂流談」

1757 宝暦 7 南千島

「宝暦六子ノ年　紀州日高郡薗浦堀川屋八

左衛門船難風逢蝦夷嶋へ漂着仕候ニ付口

書并諸書付覚」
1761 宝暦 11 南千島 「蝦夷物語」、「飄船記」
1762 宝暦 12 樺太 「蝦夷にしき」、「唐太島漂流記」
1777 安永 6 東蝦夷地 (奥 ) 『迷復記』

1804 文化 1 北千島
「漂客柬察加出奔記」、「南部商船ホロムシ

リ島漂流記」
1807 文化 4 西蝦夷地（奥）「終北録」、「出軍記」、「出陣海陸道中記」
1813 文化 10 北千島 「永寿丸魯国漂流記」
1848 嘉永 1 西蝦夷地（奥）「日本回想記」
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第
一
節
　
ア
イ
ヌ
の
漂
着
者
処
理

１
． 

救
助
と
送
還

　
漂
着
者
が
自
力
の
み
で
帰
国
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ

た
。
長
い
漂
流
で
健
康
を
損
な
っ
た
も
の
や
、
漂
着
時
に
負
傷
し
た

も
の
も
い
た
。
ま
た
、
漂
着
者
は
現
地
の
道
に
不
案
内
で
あ
り
、
道

中
の
糧
食
も
必
要
で
あ
る
。
当
然
、
現
地
住
民
の
援
助
を
必
要
と
す

る
の
だ
が
、
蝦
夷
地
の
場
合
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

例
外
は
あ
る
が
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
は
蝦
夷
地

に
和
人
が
滞
在
し
て
い
る
の
は
夏
期
の
数
ヶ
月
に
限
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
本
節
で
は
、ア
イ
ヌ
の
漂
着
者
へ
の
対
応
を
み
て
い
き
た
い
。

　
平
秩
東
作
「
東
遊
記
」
に
は
具
体
的
に
救
助
に
あ
た
る
ア
イ
ヌ
の

様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

蝦
夷
人
は
愛
憐
の
心
深
き
も
の
な
り
と
い
ふ
。
し
り
た
る
も
の

蝦
夷
を
や
と
ひ
、
荷
を
負
せ
て
山
を
通
り
し
に
、
磯
場
に
船
壹

艘
波
に
も
ま
れ
危
く
見
ゆ
る
人
あ
り
。此
蝦
夷
は
る
か
に
み
て
、

や
が
て
荷
を
す
て
、
険
阻
を
走
下
り
て
綱
を
な
げ
、
と
か
く
し

て
扶
け
た
り
（
平
秩
東
作
「
東
遊
記
」〈
庶
民
〉、
四
二
七
頁
）。

ア
イ
ヌ
が
遭
難
の
危
機
に
あ
っ
た
人
を
見
つ
け
た
と
こ
ろ
、
荷
物
を

捨
て
て
磯
場
に
下
り
綱
を
投
げ
る
な
ど
し
て
助
け
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
一
七
九
二
（
寛
政
四
）
年
の
ソ
ウ
ヤ
で
の
御
救
交
易
の
帰
途
に

あ
っ
た
木
村
大
蔵
一
行
が
遭
難
し
た
際
の
ア
イ
ヌ
の
救
助
の
様
子
も

帝国書院の歴史白地図5.日本とその周辺の白地図
(http://www.teikokushoin.co.jp/howto/outline_map/history/pdf/history5.pdfを元に及川が加工
したものである。
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

真
に
迫
る
（
串
原
正
峯
『
夷
諺
俗
話
』〈
庶
民
〉
五
〇
二
～
三
頁
）。

水
主
と
し
て
乗
っ
て
い
た
ア
イ
ヌ
が
危
難
に
際
し
て「
ベ
ウ
タ
ン
ゲ
」

と
い
う
周
囲
に
そ
れ
を
知
ら
せ
る
声
を
上
げ
た
と
こ
ろ
、
ヘ
ロ
カ
ル

イ
シ
（
現
古
平
町
）
の
小
屋
な
ど
か
ら
ア
イ
ヌ
が
大
勢
か
け
つ
け
、

大
縄
を
船
に
渡
し
て
岸
へ
船
を
着
け
た
。
さ
ら
に
、
ア
イ
ヌ
が
大
勢

で
船
を
押
さ
え
、
船
中
の
者
を
一
人
づ
つ
背
負
い
浜
辺
へ
揚
げ
た
。

狭
い
意
味
で
の
救
助
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
救
助
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
一
命
を
取
り
と
め
た
漂
着
者
は
、
そ
の
後
も
ま
だ
助
け
を
必
要
と

し
て
い
た
。
ア
イ
ヌ
が
実
際
に
行
っ
た
そ
う
し
た
救
助
に
は
、
生
命

維
持
に
関
わ
る
食
料
の
給
与
、
止
宿
場
所
の
提
供
、
帰
国
に
関
わ
る

情
報
の
提
供
、
そ
し
て
送
還
の
補
助
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
元
禄
九

年
に
利
尻
島
に
漂
着
し
た
朝
鮮
人
の
事
例
で
は
、
ア
イ
ヌ
と
は
言
葉

が
通
じ
な
か
っ
た
の
で
、
最
初
の
漂
着
地
で
は
身
振
り
手
振
り
を
介

し
て
、
魚
の
汁
、
鯨
の
干
肉
を
貰
っ
て
い
る
。「
一
小
海
」
を
越
え

た
場
所
で
は
、
魚
の
汁
・
鱈
・
鰊
を
分
け
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
蒸
し

て
食
べ
た
。
さ
ら
に
移
動
し
た
「
小
有
我
」
で
は
、
粥
に
似
た
も
の

を
ア
イ
ヌ
が
食
べ
て
い
る
の
を
み
て
、
材
料
の
繁
殖
地
を
教
え
て
も

ら
い
、
作
っ
て
飲
ん
だ
。
ほ
か
に
も
、
天
和
二
年
の
小
田
原
船
の
事

例
で
は
肴
を
ア
イ
ヌ
か
ら
も
ら
っ
た
。
正
徳
二
年
に
エ
ト
ロ
フ
に
漂

着
し
た
大
隅
国
船
の
事
例
で
は
、
エ
ト
ロ
フ
で
は
魚
を
食
べ
さ
せ
て

も
ら
っ
て
お
り
、
ま
た
ア
ツ
ケ
シ
で
も
食
料
の
給
与
を
受
け
た
。
宝

暦
七
年
に
エ
ト
ロ
フ
に
漂
着
し
た
紀
伊
国
船
も
鱒
・
鯨
な
ど
の
食
料

を
貰
っ
た
。
漂
着
者
の
多
く
は
食
料
を
自
弁
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ

た
の
で
、
ア
イ
ヌ
に
食
料
を
頼
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
飢
え
を
凌
い
だ
漂
着
者
が
次
に
目
指
す
の
は
帰
国
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
ア
イ
ヌ
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
八
世
紀
後

半
に
シ
ラ
ヌ
カ
に
漂
着
し
た
薩
摩
船
浪
能
丸
の
事
例
を
手
が
か
り
に

ア
イ
ヌ
の
対
応
を
み
て
い
こ
う
。
漂
着
時
に
は
、
ア
イ
ヌ
は
松
前
の

商
い
小
屋
が
あ
る
こ
と
を
身
振
り
で
説
明
し
た
り
日
本
の
絵
馬
を
み

せ
た
り
と
、
松
前
と
の
関
係
を
積
極
的
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日

本
語
の
で
き
る
も
の
を
伴
っ
て
シ
ラ
ヌ
カ
に
到
着
し
た
ア
ツ
ケ
シ
の

乙
名
は
、
松
前
の
殿
様
の
船
が
来
る
ア
ツ
ケ
シ
へ
の
移
動
を
慣
例
で

あ
る
と
説
明
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
漂
着
者
は
同
地
に
移
動
し
て
松

前
船
の
到
着
を
待
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
が
松
前
藩
の
役
人

な
ど
の
和
人
と
の
接
触
が
可
能
な
地
点
へ
漂
着
者
を
導
い
た
り
送
還

し
た
り
し
て
い
る
事
例
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
元
禄
七
年
に
シ
コ

タ
ン
島
に
漂
着
し
た
仙
台
船
（
キ
イ
タ
ッ
プ
〈
霧
多
布
〉
ま
で
送
還
）、

正
徳
二
年
に
エ
ト
ロ
フ
に
漂
着
し
た
大
隅
国
船
（
ア
ツ
ケ
シ
ま
で
送

還
）、享
保
一
三
年
に
ウ
ル
ッ
プ
島
に
漂
着
し
た
盛
岡
藩
米
積
船
（
ア

ツ
ケ
シ
ま
で
送
還
）、
宝
暦
七
年
に
エ
ト
ロ
フ
に
漂
着
し
た
紀
伊
国

船
（
ア
ツ
ケ
シ
ま
で
送
還
）、
宝
暦
一
一
年
に
シ
コ
タ
ン
島
に
漂
着

し
た
伊
勢
国
船
（
ア
ツ
ケ
シ
ま
で
送
還
）、
宝
暦
一
二
年
に
カ
ラ
フ

ト
に
漂
着
し
た
摂
津
国
船
、
宝
暦
一
三
年
に
ト
カ
チ
ト
〈
十
勝
〉
に
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漂
着
し
た
名
古
屋
船
、
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
と

く
に
東
奥
蝦
夷
地
の
場
合
、
ア
ツ
ケ
シ
に
送
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ

る
。
浪
能
丸
の
事
例
で
ア
ツ
ケ
シ
の
乙
名
が
言
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ

が
慣
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
村
送
り
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
享
保
六

年
に
サ
ネ
ナ
イ
に
漂
着
し
た
弘
前
船
の
事
例
で
は
、
ア
イ
ヌ
が
同
伴

し
て
漂
着
者
を
次
の
村
に
引
き
渡
す
形
（
村
送
り
）
で
松
前
ま
で
送

ら
れ
た
。
宝
暦
六
年
に
ト
カ
チ
に
漂
着
し
た
陸
奥
国
船
、
同
年
に
東

蝦
夷
地
に
漂
着
し
た
同
国
船
の
事
例
で
は
「
蝦
夷
地
之
者
共
介
抱
ニ

而
向
村
江
被
送
、
夫
よ
り
段
々
蝦
夷
共
介
抱
仕
」
と
い
う
よ
う
に
同

様
の
形
で
箱
館
に
送
ら
れ
た
。
宝
暦
一
二
年
に
カ
ラ
フ
ト
に
漂
着
し

た
摂
津
国
船
で
は
留
萌
で
宗
谷
へ
向
か
う
途
中
の
松
前
藩
の
役
人
に

会
い
、
詮
議
の
後
は
、「
廻
状
御
出
被
成
夷
人
村
送
に
て
船
路
陸
地

有
り
」
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
松
前
に
送
ら
れ
た
。
宝
暦
七
年
に
エ

ト
ロ
フ
に
漂
着
し
た
紀
伊
国
船
の
事
例
で
は
、
ア
ツ
ケ
シ
で
松
前
藩

の
下
国
丹
治
よ
り
本
来
陸
路
を
送
る
の
が
掟
で
あ
る
と
す
る
も
、
紀

州
様
の
お
百
姓
で
あ
る
か
ら
と
陸
路
・
船
路
の
選
択
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
、

漂
着
者
は
船
路
を
選
択
し
て
い
る
。
実
際
に
は
船
で
送
ら
れ
る
こ
と

も
多
い
の
で
、
便
船
が
あ
る
場
合
は
和
船
を
利
用
し
、
そ
う
で
な
い

場
合
は
村
送
り
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
帰
国
の
た
め
の
情
報
の
提
供
と

い
う
形
で
、
ア
イ
ヌ
が
関
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
元
禄
九

年
に
利
尻
島
に
漂
着
し
た
朝
鮮
人
の
場
合
で
は
、「
小
有
我
」（
ソ
ユ

ア
）〈
宗
谷
〉
で
帰
る
た
め
の
方
向
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
南
へ
い
く

よ
う
に
ア
イ
ヌ
に
指
示
さ
れ
、
ま
た
マ
ツ
マ
イ
と
い
う
名
を
聞
い
て

い
る
。
そ
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
南
下
し
て
い
る
途
中
に
も
同
じ
よ

う
な
情
報
を
得
た
。
ア
イ
ヌ
が
い
う
「
マ
ツ
マ
イ
」
が
松
前
で
あ
る

こ
と
を
疑
う
余
地
は
な
い
。
つ
ま
り
ア
イ
ヌ
が
朝
鮮
人
に
対
し
、
松

前
へ
行
く
こ
と
と
、そ
の
方
向
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
漂
着
者
は「
蝦

夷
人
之
通
申
山
道
（
後
略
）」（〈
福
山
〉
一
〇
〇
頁
）
を
使
用
し
た

と
い
う
が
、
ア
イ
ヌ
の
道
を
彼
ら
が
知
っ
て
い
た
わ
け
は
な
く
、
ア

イ
ヌ
か
ら
そ
の
道
が
ど
こ
に
通
じ
て
い
る
の
か
を
教
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　
以
上
、
漂
着
者
に
対
す
る
ア
イ
ヌ
の
救
助
を
分
析
し
て
み
た
。
そ

の
内
容
と
し
て
、
食
料
の
給
与
な
ど
の
生
命
維
持
に
関
わ
る
救
助
か

ら
、
情
報
の
提
供
、
和
人
と
の
接
触
が
可
能
な
特
定
地
点
ま
で
の
送

還
な
ど
の
帰
国
へ
の
手
助
け
な
ど
が
確
認
で
き
た
。

２
． 

虐
待
と
同
化

　
１
．
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
漂
着
者
救
助
の
側
面
を
と
り
あ
げ
た
が
、

ア
イ
ヌ
が
と
っ
た
行
動
の
な
か
に
は
虐
待
や
略
奪
と
み
ら
れ
る
行
為

も
あ
る
。
寛
文
二
年
に
エ
ト
ロ
フ
島
に
漂
着
し
た
伊
勢
国
船
の
事
例

で
は
、「
私
ト
モ
ヌ
レ
着
物
ヲ
十
計
ホ
シ
置
候
ヘ
ハ
、
不
残
島
人
ト

モ
取
申
候
間
、
追
カ
ケ
申
候
ヘ
ハ
弓
ニ
テ
ヲ
ト
シ
申
候
故
、
立
帰
リ
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

候
ヘ
ハ
、
島
人
談
合
致
候
ト
相
見
テ
獣
皮
ヲ
六
枚
船
中
ヘ
投
入
申
候

ヘ
ト
モ
、
船
中
ニ
テ
ハ
皮
ル
ヒ
ヲ
ハ
忌
申
候
故
返
シ
候
ヘ
ハ
、
亦
弓

ニ
テ
ヲ
ト
シ
申
候
故
是
非
ナ
ク
取
置
申
候
」（
句
読
点
引
用
者
）（『
玉

滴
隠
見
』）
と
い
う
よ
う
に
、
衣
服
を
奪
わ
れ
、
弓
で
脅
さ
れ
た
。

ま
た
、
正
徳
二
年
に
エ
ト
ロ
フ
島
に
漂
着
し
た
大
隅
国
船
の
事
例
で

も
、
刀
を
首
に
あ
て
ら
れ
た
り
、
乱
暴
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
虐
待
を

受
け
、
積
み
荷
や
衣
服
も
略
奪
に
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
後
半
シ
ラ
ヌ

カ
に
漂
着
し
た
薩
摩
国
船
の
事
例
で
は
、
ア
イ
ヌ
に
「
何
色
に
よ
ら

す
気
ニ
入
候
品
ハ
所
望
申
か
け
」
ら
れ
、
も
の
を
盗
み
取
ら
れ
も
し

た
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
は
「
当
地
之
作
法
」
で
あ
る
と
し
て
、
船
を
焼

き
捨
て
た
。
さ
ら
に
六
～
七
〇
人
の
「
奥
山
居
住
」
の
ア
イ
ヌ
が
押

し
か
け
飯
米
と
衣
類
が
略
奪
さ
れ
、
ク
ス
リ
の
乙
名
が
漂
着
者
を

鹿
の
皮
で
包
ん
で
か
く
ま
う
と
い
う
緊
迫
し
た
一
幕
も
み
ら
れ
た
。

一
七
八
〇
（
安
永
九
）
年
ウ
ル
ッ
プ
島
の
ア
タ
ツ
ト
イ
に
ロ
シ
ア
船

の
空
船
が
漂
着
し
た
際
に
猟
に
出
て
い
た
エ
ト
ロ
フ
島
の
ハ
ッ
パ
ア

イ
ノ
が
こ
の
船
を
み
つ
け
、
船
中
の
も
の
を
奪
い
、
船
を
焼
き
払
っ

た
（
最
上
徳
内
『
蝦
夷
国
風
俗
人
情
之
沙
汰
』〈
庶
民
〉、四
七
二
頁
）。

　
ま
た
、
事
実
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
間
接
的
に
ア
イ
ヌ
の
略
奪

を
示
唆
す
る
史
料
も
散
見
で
き
る
。
例
え
ば
、一
六
九
六
（
元
禄
九
）

年
に
蝦
夷
地
に
漂
着
し
た
朝
鮮
人
に
対
し
て
松
前
の
新
谷
十
郎
兵
衛

は
ハ
ボ
ロ
に
お
い
て
、「
昔
有
南
方
商
船
。
漂
到
渠
地
。
此
類
同
殺

取
其
者
而
事
覚
」（
李
志
恒
『
漂
舟
録
』）
と
ア
イ
ヌ
が
漂
着
者
を
殺

害
し
略
奪
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
先
に
あ
げ
た
正
徳
の
エ
ト
ロ
フ
島

漂
着
の
事
例
で
は
、
松
前
に
お
い
て
聞
い
た
話
と
し
て
、
そ
の
年
の

三
月
に
津
軽
青
森
の
者
が
エ
ト
ロ
フ
に
漂
着
し
た
際
に
略
奪
に
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（『
エ
ト
ロ
フ
島
漂
着
記
』〈
庶
民
〉）。

　
ま
た
、
虐
待
と
同
様
、
後
世
に
伝
わ
り
に
く
い
現
象
で
あ
る
漂
着

者
の
ア
イ
ヌ
へ
の
同
化
が
あ
る
。
一
六
八
八
（
元
禄
元
）
年
水
戸
藩

は
蝦
夷
地
探
検
を
行
い
、
石
狩
川
を
三
日
溯
っ
た
地
点
ま
で
航
行
し

た
が
、
こ
の
と
き
の
報
告
に
、「
蝦
夷
ヘ
行
シ
時
日
本
ノ
船
人
漂
白

シ
テ
此
所
ヘ
漂
着
、
船
損
ス
レ
ハ
帰
ル
コ
ト
ナ
ラ
サ
ル
者
十
四
五
人

蝦
夷
ニ
留
リ
、
蝦
夷
女
ヲ
妻
ト
シ
夫
婦
ト
ナ
リ
子
供
モ
出
生
シ
テ
住

宅
ス
ル
者
ア
リ
」（「
快
風
丸
記
事
」
安
達
裕
之
一
九
七
〇
：
一
二
三

頁
）
と
あ
る
。
漂
着
し
た
日
本
人
が
帰
国
で
き
な
い
の
で
、
ア
イ
ヌ

の
女
性
を
妻
と
し
て
子
を
も
う
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
虐
待
と
同
化
の
二
つ
の
ア
イ
ヌ
の
対
応
は
、
漂
着
者
の
属
す
る
社

会
集
団
と
の
関
わ
り
を
比
較
的
に
軽
視
す
る
漂
着
処
理
で
あ
る
と
い

う
共
通
点
が
あ
る
。
と
く
に
そ
の
事
実
を
漂
着
者
自
身
が
語
る
こ
と

の
出
来
な
い
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
事
実
が
あ
か

ら
さ
ま
に
な
る
こ
と
は
そ
う
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
例

外
的
な
行
為
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
判
断
を

留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
単
純
に
虐
待
と
断
じ
る
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
行
為
の
背
景
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
意
思
疎
通
の
問
題
が
あ
る
。
言
語
不
通
・
異
文
化
間
接
触
の
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た
め
に
生
じ
た
誤
解
に
よ
っ
て
、漂
着
者
が
受
け
た
行
為
を
「
虐
待
」

と
理
解
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
、
高
倉
新
一

郎
氏
は
寛
文
の
事
例
を
、
も
の
を
受
け
取
ら
な
い
事
を
敵
対
行
為
と

み
な
す
ア
イ
ヌ
の
風
習
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
（
高
倉
新
一
郎

一
九
六
六
：
三
二
八
～
九
頁
）。
そ
れ
を
、
漂
着
者
が
理
解
出
来
な

か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
正
徳
の
事
例
で
は
、
の
ち
に

刀
を
首
に
当
て
る
行
為
は
祈
祷
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
当

初
は
こ
れ
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
略
奪
は
漂

着
者
が
ア
イ
ヌ
の
意
の
ま
ま
に
物
を
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
で
、
ア
イ

ヌ
に
と
っ
て
当
然
客
人
と
し
て
な
す
べ
き
贈
答
・
交
換
を
行
わ
な

か
っ
た
こ
と
が
そ
の
怒
り
を
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
（
菊
池
勇
夫

一
九
九
九
：
四
〇
頁
）。
意
思
疎
通
が
う
ま
く
図
れ
な
か
っ
た
こ
と

が
「
略
奪
」
に
発
展
し
た
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
元
禄
の
事
例
を
除

け
ば
何
れ
の
事
例
も
、
千
島
も
し
く
は
東
奥
蝦
夷
地
で
起
き
て
い
る

事
が
特
徴
で
あ
る
。
千
島
ア
イ
ヌ
が
「
蝦
夷
地
」
の
ア
イ
ヌ
に
比
し

て
、
和
人
と
の
意
思
疎
通
が
成
立
し
づ
ら
か
っ
た
と
は
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

　
ま
た
、「
略
奪
」
に
も
交
易
の
側
面
が
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
寛
文
・
正
徳
の
二
例
は
漂
着
者
の
一
方
的
な
主
張
に
過

ぎ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
例
で
は
ア

イ
ヌ
が
日
本
人
の
衣
服
を
奪
っ
て
代
わ
り
に
獣
皮
を
与
え
た
。
寛
文

二
年
の
事
例
で
は
上
陸
し
た
地
点
に
二
～
三
人
の
ア
イ
ヌ
が
い
た

が
、
漂
着
者
を
み
て
多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
の

日
本
交
易
へ
の
大
き
な
期
待
を
想
像
さ
せ
る
。
日
本
の
服
は
ス
テ
イ

タ
ス
シ
ン
ボ
ル
や
衣
服
の
原
材
料
と
し
て
ア
イ
ヌ
社
会
か
ら
求
め
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
事
例
で
も
、
ア
イ
ヌ
と
交
易
を
行
っ

た
事
例
や
日
本
の
品
物
を
ほ
し
が
る
ア
イ
ヌ
た
ち
の
様
子
が
報
告
さ

れ
て
い
る
（
天
和
元
年
東
蝦
夷
地
漂
着
紀
伊
国
船
、
元
禄
九
年
利
尻

島
漂
着
朝
鮮
人
、
宝
暦
七
年
エ
ト
ロ
フ
漂
着
紀
伊
国
船
、
宝
暦
一
二

年
カ
ラ
フ
ト
漂
着
摂
津
国
船
、宝
暦
一
三
年
摂
津
船（
漂
着
地
不
明
）、

な
ど
）。
漂
着
者
に
よ
っ
て
「
略
奪
」
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
た
行
為

は
少
な
く
と
も
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
は
「
交
易
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
漂
着
者
に
と
っ
て
も
交
易
は
友
好
関
係
の
構
築
の
た
め
に
必

要
で
あ
っ
た
り
、
受
け
た
救
助
の
対
価
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
。

し
か
し
、
松
前
藩
が
交
易
を
禁
止
し
て
い
た
た
め
そ
れ
を
隠
蔽
し
た

事
も
あ
り
得
る
。

　
こ
こ
で
、漂
着
者
に
対
す
る
略
奪
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
発
生
し
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
抑
制
さ
れ
る
か
を
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
漂
着
し

た
日
本
人
を
事
例
に
検
討
し
て
み
た
い
。
一
七
二
九
（
享
保
一
四
）

年
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
南
部
の
ロ
パ
ト
カ
岬
と
ア
ワ
チ
ャ
湾
の
間
の
海
岸

に
薩
摩
船
若
潮
丸
が
漂
着
し
、
シ
ュ
テ
ン
ニ
コ
フ
と
い
う
コ
サ
ッ
ク

と
遭
遇
す
る
が
、
彼
と
そ
の
配
下
の
カ
ム
チ
ャ
ダ
ー
ル
人
に
略
奪
を

受
け
二
名
を
残
し
て
殺
害
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
を
聞
い
た
ロ
シ
ア
の

上
級
役
人
は
日
本
人
を
保
護
し
、シ
ュ
テ
ン
ニ
コ
フ
を
投
獄
し
た（
村
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

山
七
郎
一
九
六
五
：
二
三
～
四
頁
）。
ロ
シ
ア
が
日
本
人
を
保
護
し

て
い
る
の
は
、
日
本
へ
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
こ
れ
以
降
の
漂
流
民
の
処
遇
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
生
き
残
っ

た
ソ
ー
ザ
と
ゴ
ン
ザ
は
、
一
七
三
四
（
享
保
一
九
）
年
に
ペ
テ
ル
ブ

ル
グ
に
送
ら
れ
、
女
帝
ア
ン
ナ
に
謁
見
し
、
一
七
三
六
（
元
文
元
）

年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
語
学
校
の
教
師
と
な
っ
た
。
ま
た
、
ゴ
ン
ザ

は
露
日
辞
典
や
会
話
書
を
編
纂
し
た
（
村
山
七
郎
一
九
六
五
：
二
四

頁
、
木
崎
良
平
一
九
九
一
：
二
六
～
三
一
頁
）。
こ
う
し
た
ロ
シ
ア

の
漂
流
民
へ
の
対
処
は
、
ロ
シ
ア
が
日
本
へ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
お
い
て
略
奪
を

抑
制
し
た
の
は
、ロ
シ
ア
が
持
っ
て
い
た
日
本
へ
の
関
心
で
あ
っ
た
。

一
方
で
略
奪
が
発
生
し
た
の
は
、
主
に
漂
着
地
と
漂
着
者
と
の
間
に

政
治
的
関
係
・
関
心
の
希
薄
な
地
域
（
こ
こ
で
は
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
）

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
イ
ヌ
の
場
合
も
同
様
で
、
和
人
と
の
経
済
・
政
治
な
ど
の
諸
関

係
の
濃
淡
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
応
に
違
い
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
漂
着
者
を
処
遇
す
る
事
で
得
ら
れ
る
利
益
の
多
寡

を
総
合
的
に
判
断
し
た
上
で
そ
の
処
置
が
と
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
救
助
が
行
わ
れ
る
場
合
、
一
定
の
負
担
と
も
な
る
が
漂
着
者
の

所
属
す
る
地
域
と
の
友
好
関
係
が
深
ま
れ
ば
そ
の
後
の
交
易
な
ど
に

も
有
利
と
な
る
（
３
）
。
一
方
で
他
の
地
域
に
比
べ
虐
待
事
例
が
報
告
さ
れ

る
こ
と
の
多
い
東
奥
蝦
夷
地
と
千
島
は
、
和
人
と
の
関
係
が
安
定
的

に
築
か
れ
た
の
が
他
の
地
域
と
比
べ
て
遅
い
。
一
八
世
紀
半
ば
に
お

い
て
東
蝦
夷
地
の
中
で
も
ク
ス
リ
・
ア
ツ
ケ
シ
・
キ
イ
タ
ッ
プ
や
ク

ナ
シ
リ
の
ア
イ
ヌ
は
自
律
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
（
榎
森
進

二
〇
〇
八
：
二
四
四
頁
）、
こ
の
地
域
に
略
奪
事
例
の
報
告
が
多
い

の
も
こ
こ
に
一
因
が
あ
る
（
４
）

。
た
だ
、
略
奪
が
あ
っ
た
地
域
に
あ
っ
て

も
、
帰
国
が
可
能
で
あ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
対
応
は
二

者
択
一
と
い
う
よ
り
も
両
者
の
関
係
性
の
深
浅
に
応
じ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
同
化
に
つ
い
て
は
ア
イ
ヌ
社
会
の
も
つ
特
性
か
ら
補
足
し
て
み
た

い
。
ア
イ
ヌ
社
会
に
は
独
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

を
他
家
に
寄
寓
さ
せ
る
相
互
扶
助
の
習
慣
が
あ
っ
た
（
高
倉
新
一

郎
一
九
七
二
：
四
四
～
五
頁
）。
こ
の
習
慣
は
和
人
に
対
し
て
も
働

い
て
お
り
、
松
前
で
生
活
で
き
な
い
和
人
が
ア
イ
ヌ
の
コ
タ
ン
で

拾
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
古
川
古
松
軒
『
東
遊
雑
記
』、
平
凡
社
、

一
九
六
四
年
、
一
七
〇
頁
）。
漂
着
者
に
対
し
て
も
こ
の
習
慣
が
適

用
さ
れ
、
帰
国
の
す
べ
を
失
っ
た
漂
着
者
が
ア
イ
ヌ
と
し
て
生
活
し

一
生
を
終
え
る
事
例
も
あ
る
程
度
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
５
）
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
ヌ
の
行
動
の
土
台
に
は
ア
イ
ヌ
自
身
の
漂

着
物
処
理
の
慣
行
の
存
在
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
寄
物
が
貴
重

な
生
活
資
源
で
あ
り
、
そ
の
獲
得
や
配
分
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ

っ
た
事
は
世
界
各
地
で
報
告
さ
れ
て
お
り
（
秋
道
智
彌
一
九
九
四
）、

ア
イ
ヌ
に
も
同
様
の
慣
行
が
あ
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
漂
着
物
・
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漂
着
者
は
寄
物
の
一
種
で
あ
る
。川
上
氏
は
正
徳
の
事
例
を
も
と
に
、

漂
流
物
を
天
か
ら
の
恵
み
で
あ
り
、
所
有
権
お
よ
び
分
配
権
が
「
頭

立
」
た
る
者
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
川
上
淳
二
〇
一
一
：

四
六
三
頁
）。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
文
化
期
に
エ
ト
ロ
フ
島
を
訪

れ
た
津
軽
藩
士
斎
藤
蔵
太
の
エ
ト
ロ
フ
島
の
境
界
に
つ
い
て
の
報
告

は
興
味
深
い
。

山
海
共
に
境
界
あ
り
、
ヲ
ツ
ト
ナ
是
を
司
る
、
其
領
分
に
非
れ

ハ
草
木
と
云
へ
共
猥
に
是
を
伐
る
事
あ
た
は
す
、
若
鯨
抔
の
寄

た
る
を
見
当
れ
ハ
其
領
の
ヲ
ト
ナ
へ
断
り
ヲ
ト
ナ
の
下
知
を
受

け
て
配
当
す
（『
衛
刀
魯
府
志
』
北
海
道
大
学
付
属
図
書
館
北

方
資
料
室
、
北
方
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
り
閲
覧
、
成
立

一
八
〇
九
（
文
化
六
）
年
）。

ヲ
ト
ナ
（
乙
名
）
の
管
理
す
る
境
界
が
あ
り
、
鯨
な
ど
が
寄
れ
ば
そ

の
領
域
の
乙
名
に
報
告
し
、
そ
の
指
令
の
も
と
配
分
を
行
う
と
い
う

の
で
あ
る
。ア
イ
ヌ
に
も
漂
着
物
の
処
理
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、

領
域
毎
に
漂
着
物
を
処
理
す
る
権
利
が
存
在
し
、
そ
の
首
長
の
指
導

の
も
と
に
配
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
と
き
に
は
、
寄

り
鯨
の
取
得
を
め
ぐ
っ
て
領
域
同
士
の
争
い
に
発
展
し
た
り
、
こ
れ

を
き
っ
か
け
に
境
界
が
策
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
松

浦
武
四
郎
の
著
作
（『
東
西
蝦
夷
場
所
境
調
書
』（
秋
葉
実
『
松
浦

武
四
郎
選
集
』
一
、
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
年
、

一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
二
月
頃
成
立
））
や
伝
承
に
も
報
告
さ
れ

て
い
る
（
更
級
源
蔵
一
九
七
六
）。
漂
着
者
の
所
有
物
（
と
き
に
は

漂
着
者
自
身
も
）
に
つ
い
て
も
、
あ
る
一
定
の
領
域
毎
に
首
長
の
元

に
処
分
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
取
得
・
配
分
が
行
わ
れ

る
事
も
あ
り
、
そ
れ
が
略
奪
・
虐
待
・
同
化
・
救
助
と
し
て
あ
ら
わ

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
周
辺
地
域
と
の
関
係
に
よ
っ
て
は
処
理
の
選

択
肢
の
中
で
、
直
接
的
な
略
奪
・
虐
待
・
同
化
は
抑
制
さ
れ
、
送
還

に
繋
が
っ
て
い
く
救
助
の
比
重
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
　
松
前
藩
と
蝦
夷
地
漂
着
者

　
前
節
で
は
、
蝦
夷
地
へ
の
漂
着
者
に
対
す
る
ア
イ
ヌ
の
対
応
を
検

討
し
た
。
そ
の
後
漂
着
者
は
松
前
藩
を
介
し
て
帰
国
す
る
こ
と
に
な

る
。
松
前
藩
の
漂
着
者
に
対
す
る
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。
比
較
検
討
の
た
め
に
、
一
般
的
な
近
世
日
本
の
国
内
漂

着
処
理
を
金
指
正
三
氏
の
研
究
よ
り
概
述
し
て
み
た
い
（
金
指
正

三
一
九
六
八
）。

　
古
代
以
来
、
漂
着
者
・
漂
着
物
は
漂
着
地
の
沿
岸
住
民
に
帰
属
す

る
慣
行
が
あ
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
は
こ
れ
を
禁
止
し
て
い
た
が
拘
束
力

は
弱
く
、
そ
の
瓦
解
後
に
は
、
漂
着
物
は
漂
着
地
の
領
主
の
遭
難
物

占
取
権
が
成
立
し
た
。一
六
世
紀
後
半
の
統
一
政
権
形
成
の
過
程
で
、

こ
の
権
利
は
統
一
政
権
に
集
中
し
て
い
き
、
最
終
的
に
近
世
の
統
一

権
力
は
こ
の
権
利
の
行
使
を
禁
止
す
る
。
特
に
幕
領
か
ら
の
城
米
船



－  108  －－  109  －

近
世
蝦
夷
地
漂
着
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ヌ
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世
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を
中
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に
―
（
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川
）

の
遭
難
に
対
処
す
る
過
程
で
、
海
難
救
助
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
て

い
っ
た
。
ま
た
、
海
附
村
に
は
漁
業
権
と
対
応
す
る
形
で
海
難
救
助

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
浦
方
に
対
し
て
求
め
ら
れ
た
の
は
、
平

常
時
の
沿
海
の
監
視
、
遭
難
船
の
発
見
と
そ
の
救
助
、
漂
着
荷
物
の

管
理
、
遭
難
者
へ
の
事
情
聴
取
、
管
轄
当
局
へ
の
報
告
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
漂
着
事
件
が
起
き
た
場
合
に
は
、
漂
着
地
へ
役
人
が
派
遣
さ

れ
、
不
正
な
ど
が
な
か
っ
た
か
を
監
査
し
、
最
終
的
に
浦
証
文
の
発

給
に
関
与
し
た
。

　
松
前
藩
も
こ
の
体
制
下
に
あ
り
、
幕
法
に
沿
っ
た
形
で
の
海
難

救
助
法
が
存
在
し
て
い
る
。『
福
山
秘
府
』
所
収
の
年
号
不
明
の
も

の
（〈
福
山
〉
一
八
九
～
九
〇
頁
）
や
、
各
奉
行
へ
の
定
の
な
か
に

も
関
連
す
る
条
項
が
み
ら
れ
る
（『
松
前
福
山
諸
掟
』（『
松
前
町
史
』

史
料
編
一
、
松
前
町
、
一
九
七
四
年
、
五
六
二
～
三
、五
六
三
～
四

頁
）。〈
福
山
〉
一
八
八
～
九
、二
〇
〇
～
二
、二
〇
八
頁
な
ど
）。
ま

さ
に
藩
法
が
持
つ
幕
府
の
海
難
救
助
法
の
施
行
細
則
的
側
面
が
（
金

指
一
九
六
八
：
九
四
頁
）、
松
前
藩
の
諸
法
令
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
蝦
夷
地
の
場
合
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
沿
岸
に
漂
着
し
た

も
の
を
救
助
す
る
こ
と
で
何
ら
か
の
権
利
が
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
日
本
国
内
の
海
難
救
助
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
体
制
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
つ
く
。
以
下
、
具
体
的
に
松

前
藩
の
蝦
夷
地
漂
着
者
へ
の
対
応
を
検
討
す
る
。

１
．
送
還
の
経
路

　
日
本
国
内
漂
着
の
場
合
、
領
主
権
力
が
関
わ
る
の
は
漂
着
地
で
の

取
調
べ
の
側
面
に
集
中
し
て
お
り
（
金
指
一
九
六
八
：
三
八
五
～

三
九
四
頁
）、
救
助
し
た
あ
と
の
船
員
の
宿
泊
先
や
帰
郷
方
法
な
ど

に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
関
与
し
な
い
。
松
前
藩
の
場
合
、
漂
着
者

を
松
前
に
送
る
こ
と
が
一
六
九
一
（
元
禄
四
）
年
四
月
亀
田
奉
行
宛

定
な
ど
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（『
松
前
福
山
諸
掟
』、五
六
二
～
三
頁
。

ほ
か
に
一
六
九
一
（
元
禄
四
）
年
三
月
（
推
定
）
桧
山
奉
行
宛
定
（
同

前
五
四
八
頁
）
な
ど
）。
松
前
藩
は
対
ア
イ
ヌ
貿
易
独
占
の
た
め
入

国
の
際
に
厳
し
い
審
査
を
行
っ
て
い
た
が
（
海
保
嶺
夫
一
九
八
七
：

二
四
～
五
頁
）、
漂
着
者
に
対
し
て
も
同
様
の
観
点
か
ら
、
入
国
審

査
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
た
め
の
措
置
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
蝦
夷
地
か
ら
松
前
地
へ
の
送
還
に
和
人
が
関
わ
っ
て
い
る
事
例
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
寛
文
二
年
の
伊
勢
国
船
の
エ
ト
ロ
フ
島
漂

着
の
事
例
で
は
、
十
勝
で
松
前
藩
士
が
漂
着
者
を
収
容
し
た
。
正
徳

二
年
の
大
隅
国
浜
之
市
村
船
の
エ
ト
ロ
フ
島
漂
着
の
事
例
で
は
、
ア

イ
ヌ
に
厚
岸
ま
で
送
ら
れ
、
一
ヵ
月
半
の
滞
在
の
後
松
前
藩
の
奉
行

今
井
半
太
夫
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
松
前
に
送
ら
れ
た
。
元
禄
三
年

の
摂
津
船
の
シ
ラ
ヌ
カ
（
現
白
糠
町
）
漂
着
の
事
例
で
は
、
五
郎
右

衛
門
と
い
う
人
物
が
、
厚
岸
ま
で
同
道
し
た
。
お
そ
ら
く
松
前
ま
で

送
還
に
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
元
禄
七
年
の
仙
台
船
の
シ
イ
コ
タ

ン
（
色
丹
）
漂
着
の
事
例
で
は
、
キ
イ
タ
ツ
フ
ま
で
ア
イ
ヌ
に
送
ら
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れ
た
の
ち
、
松
前
藩
船
に
よ
っ
て
送
還
さ
れ
た
。
元
禄
九
年
に
利
尻

島
へ
漂
着
し
た
朝
鮮
人
の
事
例
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
情
報
で
南
下
し
て

き
た
朝
鮮
人
た
ち
を
、
羽
幌
近
辺
で
彼
ら
を
捜
索
し
て
い
た
松
前
藩

士
が
収
容
し
た
。
羽
幌
か
ら
は
朝
鮮
人
の
船
と
松
前
藩
の
船
に
分
船

し
、
松
前
ま
で
送
っ
た
。
朝
鮮
船
に
乗
り
込
ん
だ
の
は
朝
鮮
人
だ
け

で
あ
っ
た
が
、
航
行
中
に
行
き
会
う
可
能
性
の
あ
る
船
の
上
乗
り
や

船
頭
・
松
前
地
の
村
役
人
な
ど
に
宛
て
救
助
す
べ
き
旨
を
依
頼
し
た

松
前
藩
の
新
谷
重
十
郎
兵
衛
の
文
書
を
も
た
せ
た
。
元
禄
一
〇
年
の

ア
ツ
ケ
シ
漂
着
の
事
例
で
も
松
前
藩
船
に
よ
っ
て
松
前
ま
で
送
ら
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
蝦
夷
地
内
の
送
還
の
様
子
を
み
て
み
る
と
、
ア
イ

ヌ
が
松
前
藩
の
役
人
な
り
商
船
な
り
が
訪
れ
る
地
点
ま
で
送
り
、
そ

の
後
は
和
人
に
よ
っ
て
送
還
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
、
松
前
以
降
の
送
還
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
正
徳
二
年

の
大
隅
船
の
事
例
で
は
帰
国
の
方
法
と
し
て
、松
前
藩
の
奉
行
は「
津

軽
地
迄
可
送
届
候
得
共
、
折
節
船
不
有
合
候
」
と
い
い
、
津
軽
ま
で

は
送
る
の
が
義
務
で
あ
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
し
か
し

実
際
に
は
、漂
着
者
は
「
便
船
」
で
津
軽
へ
渡
海
し
て
い
る
。
ま
た
、

同
じ
事
例
に
お
い
て
、松
前
藩
の
奉
行
が
漂
着
者
に
対
し
て
「
便
船
」

に
「
乗
候
て
参
間
敷
哉
」
と
尋
ね
た
り
、
帰
路
に
つ
い
て
直
接
国
元

に
帰
る
の
か
、
江
戸
・
大
坂
へ
行
く
か
と
も
尋
ね
た
り
し
た
（『
エ

ト
ロ
フ
島
漂
着
記
』〈
庶
民
〉
一
一
頁
）。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
後
の
送

還
に
松
前
藩
が
関
わ
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
実
際
に
こ
れ
以

降
漂
着
者
は
自
力
で
帰
郷（
少
な
く
と
も
薩
摩
藩
江
戸
屋
敷
ま
で
は
）

し
た
模
様
で
あ
る
。
一
七
一
八
（
享
保
三
）
年
に
南
部
船
と
江
戸
霊

厳
島
の
喜
兵
衛
船
が
蝦
夷
地
ク
ス
リ
（
釧
路
）
に
漂
着
し
た
事
例
で

は
、
亀
田
到
着
以
後
に
つ
い
て
「
勝
手
次
第
」
渡
海
さ
せ
る
事
を
家

老
の
松
前
広
候
が
許
可
し
た
。
ま
た
一
七
六
三
（
宝
暦
一
三
）
年
に

名
古
屋
の
船
が
蝦
夷
地
ト
カ
チ
ト
（
十
勝
、
現
浦
幌
町
）
に
漂
着
し

た
事
例
で
は
、
先
に
松
前
に
到
着
し
た
漂
着
者
が
、
遅
れ
て
い
る
者

の
到
着
を
待
っ
て
一
緒
に
陸
路
で
江
戸
へ
行
き
た
い
と
願
い
出
て
い

る
。
こ
れ
を
松
前
藩
は
聞
き
入
れ
、
漂
着
者
の
松
前
逗
留
中
の
食
料

を
与
え
た
。
一
七
四
二
（
寛
保
二
）
年
に
南
部
船
ら
し
き
船
が
、
ヱ

ケ
シ
ナ
イ
の
川
に
漂
着
し
た
事
例
で
は
、
亀
田
に
到
着
し
た
漂
着

者
は
「
南
部
地
へ
著
仕
候
迄
御
介
抱
奉
レ
願
候
由
、
尤
此
方
（
＝
松

前
：
引
用
者
注
）
ヘ
相
越
可
レ
奉
レ
願
候
得
共
、
長
道
中
ニ
テ
手
足
痛
、

登
兼
候
由
、
是
ヨ
リ
直
渡
海
被
二
仰
付
一
度
之
旨
」
を
申
し
出
て
い

る
。
松
前
を
経
由
す
る
こ
と
は
、
原
則
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
亀
田
や
箱
館
で
も
同
様
の
詮
議
が
行
わ
れ
た
上
で
、
証
文
が

下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
松
前
藩
が
松
前
以

降
の
送
還
に
つ
い
て
は
関
知
し
な
い
た
め
に
、
漂
着
者
の
行
動
は
彼

ら
自
身
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
松
前
以

後
の
送
還
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
内
同
様
に
ま
っ
た
く
関
知
す
る
こ

と
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
漂
着
者
自
身
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
６
）

。
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ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
松
前
藩
が
漂
着
者
に
米
や
銭
を
与

え
て
い
る
事
例
が
非
常
に
多
い
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

一
七
〇
五
（
宝
永
二
）
年
酒
田
漁
師
町
の
三
太
郎
船
が
五
月
一
日
に

奥
尻
島
に
漂
着
し
た
事
例
に
お
い
て
は
、
熊
石
番
所
で
白
米
一
斗
を

与
え
た
ほ
か
、
江
差
で
は
銭
二
貫
文
と
米
一
俵
を
与
え
た
。
こ
う
し

た
事
例
の
枚
挙
に
は
い
と
ま
が
無
く
、
特
に
『
福
山
秘
府
』
の
漂
着

記
事
の
大
部
分
は
こ
う
し
た
情
報
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か

ら
『
福
山
秘
府
』
の
他
国
漂
人
部
は
、
漂
着
者
へ
の
給
与
物
の
先
例

集
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
為
路
金
小
判

拾
両
・
股
引
入
用
と
し
て
木
綿
七
端
被
相
渡
」（『
エ
ト
ロ
フ
島
漂
着

記
』〈
庶
民
〉
一
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
金
品
が
漂
着

で
財
産
を
失
っ
た
漂
着
者
の
路
金
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

２
．
密
貿
易
の
統
制
と
詮
議

　
松
前
藩
の
海
難
救
助
法
を
見
て
い
く
と
、
漂
着
船
が
貿
易
を
行
う

こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
漂
着
を
理
由
に

し
た
積
荷
の
私
有
化
の
抑
止
を
図
る
、
幕
府
の
意
向
を
反
映
し
て
い

る
。
ま
た
、
松
前
藩
に
固
有
の
事
情
も
存
在
す
る
。
松
前
藩
は
ア
イ

ヌ
と
本
州
間
の
流
通
の
独
占
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
た
藩
で
あ
り
、

知
行
制
度
も
そ
れ
に
依
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
松
前
藩
は
藩
政

初
期
に
は
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
権
を
、
知
行
と
し
て
家
臣
に
与
え
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
徹
底
化
の
た
め
に
松
前
藩
は
、
和

人
地
と
蝦
夷
地
と
の
通
行
の
遮
断
を
意
図
し
、
本
州
と
蝦
夷
地
の
ア

イ
ヌ
と
の
交
易
を
行
え
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
（
海
保
嶺
夫

一
九
七
八
：
一
五
頁
）。
つ
ま
り
松
前
藩
の
掌
握
外
に
あ
る
貿
易
活

動
は
、
原
則
的
に
密
貿
易
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
津
軽
藩
や
南
部
藩
と
ア
イ
ヌ
の
交
易
は
行
わ
れ
て
お
り
、
貿

易
独
占
の
体
制
は
寛
文
期
に
あ
っ
て
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た

（
海
保
嶺
夫
一
九
八
四
：
二
五
六
～
九
頁
）。
よ
っ
て
松
前
藩
は
ア
イ

ヌ
交
易
独
占
の
実
現
の
た
め
に
、
密
貿
易
の
取
り
締
ま
り
に
汲
々
と

し
た
の
で
あ
る
。

　
漂
着
船
を
密
貿
易
船
と
同
一
視
す
る
背
景
に
は
、
漂
着
を
装
い
密

貿
易
を
行
っ
た
事
実
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
シ
ャ

ク
シ
ャ
イ
ン
の
蜂
起
に
際
し
て
、
津
軽
藩
は
極
秘
に
情
報
探
索
船
を

派
遣
し
た
が
、
こ
の
船
が
松
前
藩
士
と
接
触
し
た
。
こ
の
と
き
津

軽
藩
側
は
漂
着
し
た
と
弁
解
し
た
。「
な
前
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
、

松
前
藩
の
水
石
（
氏
家
）
六
郎
左
衛
門
に
遭
遇
し
、
六
郎
左
衛
門
は

こ
れ
を
改
め
よ
う
と
し
た
が
、
未
然
に
出
帆
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
津
軽
藩
船
は
、
実
際
に
は
蝦
夷
地
で
商
行
為
を
行
な
い
鯵
ヶ
沢
で

陸
揚
げ
を
行
っ
て
い
る
と
、
松
前
で
う
わ
さ
に
な
っ
て
い
た
（
則
田

安
右
衛
門
『
寛
文
拾
年
狄
蜂
起
集
書
』〈
庶
民
〉
六
五
三
頁
）。
こ
の

よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
、
漂
着
者
に
関
し
て
も
密
貿
易
統
制
の
観
点

か
ら
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
と
の
間
に
交

易
が
行
わ
れ
た
際
の
松
前
藩
の
対
応
の
具
体
例
を
あ
げ
た
い
。
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寛
文
二
年
に
伊
勢
国
船
が
エ
ト
ロ
フ
島
に
漂
着
し
た
事
例
で
は
、

船
乗
り
た
ち
は
、
ア
イ
ヌ
に
よ
っ
て
ア
ツ
ケ
シ
ま
で
送
ら
れ
ト
カ
チ

に
到
着
し
た
と
こ
ろ
、
滞
在
中
の
松
前
藩
士
に
よ
っ
て
ア
イ
ヌ
か
ら

貰
っ
た
獣
皮
を
没
収
さ
れ
た
。

ト
カ
シ
ト
申
処
ニ
テ
、
松
前
殿
御
家
来
田
中
平
兵
衛
殿
、
津

田
七
郎
左
衛
門
殿
、
右
兩
人
衆
拙
者
ト
モ
ノ
舩
中
ヲ
御
改
候

テ
、
最
前
彼
島
人
ノ
着
物
ニ
取
カ
ヘ
タ
ル
皮
ヲ
御
僉
義
ナ
サ

レ
、
此
皮
ハ
胡
獱
蝋
虎
ト
云
也
、
依
之
爰
許
ヲ
出
シ
申
度
ハ
法

度
ノ
由
ニ
テ
御
留
被
成
候
。（
句
読
点
引
用
者
）（『
玉
滴
隠
見
』

四
三
七
頁
）

こ
こ
で
彼
ら
は
詮
議
を
受
け
、
ト
ド
・
ラ
ッ
コ
の
皮
は
こ
こ
か
ら
持

っ
て
い
く
こ
と
は
法
度
で
あ
る
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。天

和
元
年
に
紀
伊
国
船
が
東
蝦
夷
地
に
漂
着
し
た
事
例
で
は
松

前
で
「
此
者
共
夷
道
具
二
色
持
参
、
即
チ
城
ヘ
差
出
シ
候
」、
と
い

う
よ
う
に
ア
イ
ヌ
か
ら
買
っ
た
と
思
わ
れ
る
道
具
二
つ
が
没
収
さ
れ

た
。
ま
た
、
宝
暦
一
三
年
の
摂
津
国
船
の
事
例
で
は
、
漂
着
者
が
ア

イ
ヌ
か
ら
金
子
一
両
で
買
っ
た
船
を
、
目
附
品
左
衛
門
の
指
揮
の
下

に
ア
イ
ヌ
へ
返
さ
せ
た
。「
夷
ニ
金
子
為
持
候
儀
者
相
成
間
敷
」
と

い
う
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
漂
着
者
に
は
町
奉
行
か
ら
金
子
一
両

を
与
え
、
そ
の
一
両
は
舟
を
売
っ
た
ア
イ
ヌ
か
ら
回
収
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
宝
暦
一
二
年
に
摂
津
船
が
カ
ラ
フ
ト
に
漂
着
し
た
事

例
で
も
、
ル
ル
モ
ツ
ペ
に
お
い
て
松
前
藩
の
役
人
が
、「
逗
留
中
も

ら
ひ
来
り
候
も
の
ハ
不
残
」
没
収
し
た
。

　
次
に
漂
着
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
詮
議
を
取
上
げ
た
い
。
詮
議
の

背
景
に
も
、
日
本
国
内
の
場
合
と
違
っ
た
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
漂
着
者
に
対
す
る
詮
議
は
、
通
常
は
海
難
が
不
可
抗
力

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
、
そ
の
争
点
の
中
心
と
な
る
。
一
方
で
松
前

藩
の
場
合
、
松
前
・
蝦
夷
地
入
国
者
に
対
す
る
改
め
の
側
面
が
よ
り

重
要
と
な
る
。

　
寛
文
二
年
の
伊
勢
国
船
の
エ
ト
ロ
フ
漂
着
の
事
例
で
は
、 「
松
前

ニ
テ
何
レ
モ
帯
ヲ
御
ト
カ
セ
着
物
ヲ
フ
ル
ワ
セ
能
々
御
改
候
テ
、
其

后
手
形
ヲ
下
サ
レ
候
」（
句
読
点
引
用
者
）
と
い
う
よ
う
に
、
松
前

で
帯
を
解
い
て
の
詮
議
が
あ
り
、
そ
の
末
に
手
形
を
貰
っ
た
、
と
い

う
（『
玉
滴
隠
見
』
四
三
八
頁
）。

　
こ
う
し
た
詮
議
の
様
子
は
、
松
前
地
に
渡
海
し
た
際
に
は
沖
の
口

の
役
所
で
行
わ
れ
た
「
航トカ

イ海
の
序シタ
イ次
弁
用
の
事
実
を
探タ
ン
キ
ウ糺

し
、
各
々

応コタ
ヘ答
明
ら
か
な
る
の
後
、令
し
て
こ
れ
に
双モ
ロ
ハ
タ
ヌ
カ

袒
裼
せ
」（
平
尾
魯
僊「
箱

館
紀
行
」〔
森
山
泰
太
郎
校
訂『
生
活
の
古
典
双
書
』一
二
、八
坂
書
房
、

一
九
七
四
年
、
一
二
九
頁
〕）
と
い
っ
た
詮
議
と
、
同
様
の
詮
議
が

漂
着
者
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
海
外

へ
漂
着
し
た
漂
着
者
が
帰
国
し
た
際
の
詮
議
の
主
題
の
一
つ
に
キ
リ

ス
ト
教
詮
議
が
あ
る
が
、
蝦
夷
地
へ
の
漂
着
者
の
場
合
そ
れ
が
問
題

と
な
る
事
は
、
元
禄
九
年
の
朝
鮮
人
漂
着
の
場
合
を
除
き
ほ
と
ん
ど

ト
ヒ
タ
ヽ
シ
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な
い
。
あ
く
ま
で
、
松
前
・
蝦
夷
地
入
国
者
に
対
す
る
改
め
の
側
面

が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
密
貿
易
の
統
制
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
漂
着
者
の
宿
に
関

心
が
払
わ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
六
八
七
（
貞
享
四
）
年
相

馬
ウ
ケ
ト
村
の
船
が
蝦
夷
地
イ
フ
ツ
（
勇
払
）
で
破
損
し
た
事
例
で

は
、
漂
着
者
は
新
井
田
五
郎
左
衛
門
宅
に
宿
泊
し
た
と
の
記
録
が
残

る
。
一
六
八
七
（
貞
享
四
）
年
越
後
船
が
蝦
夷
地
泊
リ
川
で
破
船
し

た
事
例
で
は
、
漂
着
者
は
小
松
前
町
の
太
右
衛
門
宅
に
宿
泊
し
た
と

の
記
録
が
残
る
。
一
七
六
三
（
宝
暦
一
三
）
年
奥
州
仙
台
領
石
巻
の

菊
地
屋
三
郎
船
東
蝦
夷
地
シ
ヤ
マ
ニ
（
様
似
）
に
漂
着
し
た
事
例
で

は
、
種
倉
屋
治
右
衛
門
宅
に
宿
泊
し
た
と
の
記
録
が
残
る
。
お
そ
ら

く
松
前
渡
航
者
は
身
元
引
請
人
が
必
要
だ
っ
た
た
め
（
海
保
嶺
夫

一
九
八
七
：
二
四
～
五
頁
）、
漂
着
者
の
宿
泊
先
が
一
時
的
な
身
元

引
受
人
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
一
般
の
渡
航
者
と
同

様
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

３
．
証
文
の
発
行

　
浦
証
文
と
は
、
海
難
が
不
可
抗
力
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
手
形

で
あ
る
。
こ
れ
が
発
給
さ
れ
る
と
船
頭
は
、
船
主
・
荷
主
に
対
し
て

賠
償
責
任
を
負
う
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
重
要
な
も
の
で
あ
っ

た
（
石
井
謙
治
一
九
九
五
：
三
三
三
頁
）。
浦
証
文
が
発
行
さ
れ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
寛
文
二
年
の
伊
勢
国
船
の
エ
ト
ロ
フ
漂

着
、
正
徳
二
年
の
エ
ト
ロ
フ
島
漂
着
、
享
保
三
年
の
南
部
船
と
江
戸

霊
厳
島
の
喜
兵
衛
船
が
蝦
夷
地
ク
ス
リ
（
釧
路
）
に
漂
着
、
宝
暦
六

年
の
二
件
の
南
部
船
の
各
事
例
で
あ
る
。
寛
保
二
年
の
南
部
船
、
宝

暦
一
三
年
の
奥
州
仙
台
領
石
巻
船
が
シ
ヤ
マ
ニ
（
様
似
）
に
漂
着
し

た
事
例
の
よ
う
に
漂
着
者
た
ち
が
浦
証
文
の
発
行
を
要
求
し
て
い
る

事
例
も
み
う
け
ら
れ
る
。
実
際
に
発
行
さ
れ
た
事
例
は
も
っ
と
多
い

と
思
わ
れ
る
。

　
証
文
の
発
行
は
松
前
藩
で
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
を
見
せ
る
。
通

常
の
浦
証
文
は
漂
着
地
に
出
向
い
た
出
役
の
立
ち
会
い
の
元
、
浦

役
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
（
金
指
一
九
六
八
：
四
四
〇
～
一
頁
、

三
八
五
～
九
五
頁
）。
一
方
で
蝦
夷
地
に
漂
着
し
た
場
合
、
漂
着
地

点
に
関
わ
ら
ず
松
前
で
詮
議
が
行
わ
れ
証
文
が
発
行
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
一
七
四
二
（
寛
保
二
）
年
南
部
船
の
事
例
で
は
漂
着
者
が
亀
田

で
浦
証
文
の
発
行
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
場
合
で
も
「
此
方
（
＝

松
前
、
引
用
者
注
）
へ
相
越
可
レ
奉
レ
願
候
（
後
略
）」
と
漂
着
者
が

松
前
藩
に
諮
っ
た
よ
う
に
、
原
則
的
に
は
松
前
で
発
行
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。

　
浦
証
文
の
発
行
に
は
、漂
着
地
の
浦
役
人
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。

蝦
夷
地
で
は
漂
着
地
の
住
民
は
ア
イ
ヌ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ア

イ
ヌ
に
対
し
て
何
ら
か
の
取
り
調
べ
や
、
船
員
の
証
言
の
裏
付
け
調

査
が
行
わ
れ
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
一
七
六
三
（
宝
暦
一
三
）

年
の
摂
津
国
船
の
事
例
や
一
七
一
八
（
享
保
三
）
年
の
南
部
船
と
江
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戸
霊
厳
島
の
喜
兵
衛
船
の
事
例
で
は
、
漂
着
者
に
関
与
し
た
ア
イ
ヌ

と
松
前
藩
が
接
触
し
た
が
、
漂
着
の
経
緯
に
関
す
る
取
調
べ
が
行
わ

れ
た
様
子
は
な
い
。
た
だ
し
、
一
六
六
九
（
元
禄
九
）
年
の
朝
鮮
人

漂
着
の
場
合
に
は
、
松
前
藩
は
宗
谷
へ
藩
船
を
派
遣
し
て
「
異
人
ノ

頭
カ
チ
ホ
ツ
テ
、
シ
カ
タ
イ
ヌ
、
ラ
イ
此
三
人
方
ヨ
リ
異
国
船
の
様

子
」
を
報
告
さ
せ
た
よ
う
に
、ア
イ
ヌ
か
ら
の
情
報
収
集
を
行
っ
た
。

こ
の
場
合
は
、
他
国
船
の
漂
着
事
件
で
あ
り
、
幕
府
へ
の
報
告
の
裏

付
け
が
必
要
だ
っ
た
た
め
に
、
ア
イ
ヌ
か
ら
の
情
報
収
集
が
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漂
着
者
に
関
与
し
た
ア
イ
ヌ
に
松
前

藩
が
接
触
し
た
の
は
特
殊
な
漂
着
事
例
に
限
ら
れ
る
。

４
．
漂
着
者
の
送
還
と
「
平
和
的
空
間
」
の
維
持

　
本
節
で
は
蝦
夷
地
漂
着
者
が
、
松
前
を
経
て
送
還
さ
れ
る
こ
と
と

松
前
藩
の
入
国
管
理
体
制
に
基
づ
い
た
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い

う
特
色
を
確
認
し
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
送
還
は
松
前
藩
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を

考
え
る
た
め
に
は
幕
藩
国
家
の
対
外
関
係
編
成
の
枠
組
み
を
念
頭
に

置
く
必
要
が
あ
る
。統
一
政
権
は
惣
無
事
令
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

裁
判
権
の
一
括
管
理
に
よ
っ
て
、「
平
和
」
を
招
来
す
る
こ
と
を
志

向
し
て
い
た
（
藤
木
久
志
一
九
八
五
）。
同
様
に
蝦
夷
地
に
あ
っ
て

も
「
無
事
」
が
松
前
藩
の
政
治
支
配
の
基
本
原
則
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
（
浪
川
健
治
二
〇
〇
三
、
市
毛
幹
幸
二
〇
〇
七
）。「
平
和
」
維
持

の
た
め
に
は
、
被
虜
送
還
が
近
世
初
期
の
日
朝
間
の
重
要
課
題
で
あ

り
、
沿
海
防
備
体
制
が
潜
入
宣
教
師
対
策
を
そ
の
形
成
の
一
因
と
し

て
い
る
よ
う
に
（
山
本
博
文
一
九
九
五
）、
漂
流
民
の
処
理
は
近
隣

諸
国
と
の
関
係
に
お
い
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
一

方
で
、
日
本
の
海
難
救
助
体
制
・
漂
流
民
送
還
体
制
を
有
効
た
ら
し

め
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の
効
力
を
周
辺
地
域
に
波
及
さ

せ
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
日
朝
間
の
場
合
に
は
相
手
と
の
通
信
国
同

士
の
善
隣
友
好
・
互
恵
の
枠
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ア

イ
ヌ
の
場
合
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

【
史
料
１
】

む
か
し
南
方
の
商
船
が
こ
の
地
に
漂
流
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
の
と
き
彼
ら
は
船
に
乗
っ
て
い
た
人
た
ち
を
殺
し
て
、

所
持
品
を
略
奪
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
そ
こ
で
松
前
で
は
そ

の
謀
殺
し
た
者
を
摘
発
し
、
父
母
・
妻
子
・
一
族
を
火
刑
に
処

し
た
。
そ
れ
で
近
来
で
は
人
を
殺
す
よ
う
な
こ
と
も
無
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
池
内
敏
「
李
志
恒
「
漂
舟
録
」
に

つ
い
て
」
八
三
頁
）

【
史
料
２
】

右
チ
カ
カ
ラ
フ
ト
よ
り
一
ヶ
年
一
度
ツ
ヽ
松
前
へ
参
り
、
尤
流
人

日
本
人
一
人
を
殺
候
ハ
ヽ
夷
人
百
人
殺
へ
く
之
趣
、
松
前
様
よ

り
兼
て
被
仰
渡
候
よ
し
、
日
本
人
大
切
に
致
候
、（「
蝦
夷
に
し

き
」）
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

【
史
料
３
】

両
艘
水
主
陸
地
相
越
（
中
略
）
右
水
主
之
内
、
強
相
煩
、
道
中

ニ
テ
夷
之
介
抱
ニ
相
成
候
礼
ニ
、
夷
共
方
へ
遣
候
ニ
付
、
白

老
ノ
番
人
方
ヨ
リ
、
小
判
二
両
ニ
夷
俵
米
二
俵
、
古
手
一
ツ
、

カ
チ
ン
一
反
致
二
所
望
一
候
儀
、
委
細
船
頭
方
ヨ
リ
庄
五
兵
衛

方
へ
申
達
、
此
度
申
来
、
右
之
趣
相
二
達
御
聴
一
候
処
、
夷
地

之
様
子
モ
不
レ
知
他
国
者
ニ
高
直
ニ
売
払
候
儀
、
不
届
者
ニ
候

間
、
右
番
人
ニ
　（
マ
ヽ
）
リ
候
テ
相
尋
、
直
段
積
リ
過
上
金

取
上
可
レ
申
旨
被
二
仰
付
一
、
町
奉
行
ヘ
委
細
申
渡
候
。（〈
福
山
〉

三
〇
〇
～
一
頁
。）

【
史
料
４
】

船
頭
水
主
共
金
子
三
歩
。
米
二
俵
、
塩
、
味
噌
等
被
二
下
置
一
、

町
奉
行
所
へ
申
渡
処
、
船
頭
難
レ
有
レ
奉
存
候
。
国
本
へ
帰
候

ハ
ヾ
、
役
人
中
へ
為
レ
知
可
レ
申
由
申
事
ニ
御
座
候
。（〈
福
山
〉

三
〇
五
～
六
頁
。）

　【
史
料
１
】
は
、
元
禄
九
年
に
漂
着
し
た
朝
鮮
人
に
対
し
て
松
前

藩
の
新
谷
十
郎
兵
衛
が
ハ
ボ
ロ
に
て
語
っ
た
内
容
で
あ
る
。【
史
料

２
】
は
、宝
暦
一
二
年
に
摂
津
国
船
が
カ
ラ
フ
ト
に
漂
着
し
た
際
に
、

漂
着
者
が
ル
ル
モ
ツ
ペ
に
お
い
て
松
前
藩
の
役
人
よ
り
聞
い
た
話
で

あ
る
。【
史
料
３
】
は
、
享
保
三
年
の
漂
着
事
例
の
も
の
で
、
漂
着

者
と
接
触
を
持
っ
た
番
人
か
ら
「
過
上
金
」
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る

事
例
で
あ
る
。【
史
料
４
】
は
元
禄
五
年
に
伊
勢
国
船
が
シ
ラ
オ
イ

に
漂
着
し
た
際
に
箱
館
で
下
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
れ
に
対
す
る
船
頭

等
の
反
応
で
あ
る
。

　【
史
料
１
】【
史
料
２
】
か
ら
は
、
蝦
夷
地
に
松
前
藩
の
「
武
威
」

が
及
ん
で
い
た
た
め
に
、
送
還
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
幕
藩
制
国
家
が
、
周
辺
諸
国
が
日

本
の
「
武
威
」
に
伏
し
て
い
る
と
い
う
形
で
国
際
関
係
を
構
築
し

て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
（
朝
尾
直
弘
一
九
七
〇
：
八
〇
～
七
頁
）。

い
ず
れ
も
漂
着
者
に
対
し
て
暗
に
、「
ア
イ
ヌ
の
漂
着
者
へ
の
略
奪

を
抑
制
し
て
い
る
の
は
松
前
藩
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ

の
根
拠
と
な
る
の
は
、直
接
の
処
罰
を
含
む
「
武
威
」
で
あ
り
（【
史

料
１
】）、「
武
威
」
を
背
景
に
し
た
申
渡
し
で
あ
る
（【
史
料
２
】）。

い
ず
れ
も
、
事
実
関
係
は
不
明
だ
が
、
松
前
藩
が
漂
着
者
に
対
し
て

こ
う
し
た
発
言
を
行
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
松
前
藩
が
ア
イ
ヌ

を
「
武
威
」
に
よ
っ
て
制
圧
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
【
史
料
１
】
で
は
、
こ
の
発
言
の
前
段
部
で
「
禽
獣
」
同
様
の

蝦
夷
に
対
し
て
い
か
に
し
て
松
前
の
法
令
を
徹
底
さ
せ
た
か
と
い
う

内
容
と
な
っ
て
お
り
、こ
こ
で
も
松
前
藩
の「
武
威
」が
強
調
さ
れ
た
。

　「
武
威
」
を
強
調
す
る
一
方
で
、
松
前
藩
は
そ
れ
だ
け
で
平
和
が

保
た
れ
た
空
間
を
維
持
で
き
る
ほ
ど
の
力
量
を
蝦
夷
地
に
対
し
て
保

持
し
て
は
い
な
い
。
安
定
し
た
送
還
を
促
進
さ
せ
る
も
う
ひ
と
つ
の

要
素
と
し
て
「
撫
育
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
及
川
一
九
九
八
）。
支
配

者
の
「
平
和
」
維
持
権
力
と
し
て
の
地
位
は
強
制
的
に
被
支
配
者
に
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認
め
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
被
支
配
者
か
ら
そ
れ
を
慕
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
内
実
を
伴
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、そ
の
た
め
の
手
段
が「
撫

育
」
で
あ
っ
た
。【
史
料
３
】
で
は
、
漂
着
者
た
ち
は
ア
イ
ヌ
の
救

助
に
対
す
る
謝
礼
を
渡
す
た
め
に
、
シ
ラ
オ
イ
の
番
人
に
依
頼
し
た

よ
う
で
あ
る
。
番
人
が
、
代
金
と
し
て
貰
っ
た
二
両
に
見
合
う
だ
け

の
品
物
を
整
え
な
か
っ
た
と
、
松
前
藩
は
判
断
し
、
蝦
夷
地
の
様
子

を
知
ら
な
い
他
国
者
に
高
値
に
売
払
っ
た
こ
と
は
不
届
き
で
あ
る
と

し
て
、
番
人
か
ら
「
過
上
金
」
を
取
上
げ
た
の
で
あ
る
。
通
常
の
取

引
と
同
様
の
公
正
な
取
引
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
、松
前
藩
が
監
視
し
、

さ
ら
に
不
正
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
是
正
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
漂
着
事
件
に
対
し
て
も
、「
平
和
維
持
」
権
力
と
し
て

松
前
藩
は
振
舞
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
ア
イ
ヌ
に
不
利
に
な
ら
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
の
保
護
の
対
象
は
偶
々
ア
イ
ヌ
で

あ
っ
た
が
、
保
護
の
対
象
は
ア
イ
ヌ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
強
圧
的
で
武
力
を
背
景
に
し
た
「
武
威
」
と
生
活
全

般
の
「
成
立
」
に
ま
で
及
ぶ
「
撫
育
」
を
そ
の
両
輪
と
し
て
、
蝦
夷

地
を
「
平
和
的
空
間
」（
＝
無
事
）
に
保
つ
の
が
松
前
藩
の
責
務
で

あ
っ
た
。

　
一
方
で
、
漂
着
事
件
は
日
本
人
と
ア
イ
ヌ
の
予
期
せ
ぬ
接
触
で
あ

り
、
日
本
の
「
武
威
」
が
傷
つ
け
ら
れ
る
契
機
と
も
な
り
う
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
「
武
威
」
及
び
「
撫
育
」
の
強

化
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
事
例
と
し

て
、
松
前
藩
は
蝦
夷
地
が
自
ら
に
よ
っ
て
「
平
和
的
空
間
」
と
し
て

保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
漂
着
事
件
の
際
に
対
外
的
に
喧
伝
し
よ
う
と

し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。【
史
料
４
】
は
、
松
前
藩
か
ら
受
け
た

給
与
物
に
感
謝
し
帰
国
後
に
漂
着
者
の
在
所
の
藩
の
役
人
に
報
告
す

る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
の
内
容
に
は
、
給
与
物
に

関
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
帰
国
に
か
か
わ
っ
た
協
力
・
体
制
す

べ
て
が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
松
前
藩
に
よ
っ
て

蝦
夷
地
が
「
平
和
的
空
間
」
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
喧
伝
す
る

も
の
と
い
え
る
。

松
前
藩
も
こ
の
よ
う
な
報
告
が
、
帰
国
し
た
漂
着
者
か
ら
な
さ

れ
る
こ
と
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら
も
伺
え

る
。正
徳
二
年
に
大
隅
国
船
が
エ
ト
ロ
フ
島
に
漂
着
し
た
事
例
で
は
、

松
前
藩
の
町
奉
行
高
橋
浅
右
衛
門
に
よ
っ
て
松
前
で
詮
議
が
お
こ
な

わ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
漂
着
者
が
ア
イ
ヌ
か
ら
暴
行
を
受
け
た
事
と

行
方
不
明
者
が
出
た
事
を
述
べ
る
と
、
浅
右
衛
門
は
「
ゑ
と
ろ
ふ
の

方
は
放
れ
島
に
て
此
方
の
仕
置
も
届
不
申
、
松
前
地
続
の
方
と
は
違

候
へ
共
、左
様
に
て
は
有
之
間
敷
と
機
嫌
あ
し
く
」
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
証
言
を
翻
す
と
、
浅
右
衛
門
は
証
文
を
下
し
た
と
い
う
（『
エ

ト
ロ
フ
島
漂
着
記
』〈
庶
民
〉
一
一
頁
）。
こ
ち
ら
は
、
逆
に
蝦
夷
地

の
「
平
和
的
空
間
」
が
維
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
隠
匿
し

て
お
き
た
い
と
す
る
意
識
が
垣
間
見
ら
れ
る
。外
部
に
対
し
て
は「
ア

イ
ヌ
が
漂
着
者
に
対
し
て
不
法
行
為
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
」
存
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

在
が
松
前
藩
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
松
前
藩
に
よ
る
「
武
威
」・「
撫

育
」
に
よ
っ
て
蝦
夷
地
が
「
平
和
的
空
間
」
に
保
た
れ
て
い
る
事
を

対
外
的
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
蝦
夷
島
漂
着
者
に
対
す
る
ア
イ
ヌ
、
松
前
藩
そ
れ
ぞ
れ
の

対
応
を
検
討
し
て
き
た
。

蝦
夷
地
に
漂
着
し
た
も
の
の
多
く
は
ア
イ
ヌ
に
救
助
さ
れ
命
を

繋
い
だ
。
そ
の
後
も
漂
着
者
は
、
ア
イ
ヌ
か
ら
帰
国
の
た
め
の
情
報

の
提
供
、
和
人
と
の
接
触
が
可
能
な
特
定
地
点
ま
で
の
送
還
な
ど
の

帰
国
へ
の
手
助
け
を
受
け
た
。
一
方
で
ア
イ
ヌ
に
よ
る
虐
待
行
為
や

漂
着
者
の
ア
イ
ヌ
へ
の
同
化
も
確
認
で
き
た
。
ア
イ
ヌ
は
、
漂
着
者

を
処
遇
す
る
事
で
得
ら
れ
る
利
益
の
多
寡
を
総
合
的
に
判
断
し
た
上

で
、
一
定
の
領
域
毎
に
首
長
の
判
断
の
下
に
処
置
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。そ

の
後
、
松
前
藩
の
管
理
下
に
入
っ
た
漂
着
者
は
蝦
夷
地
か
ら

松
前
に
送
ら
れ
た
。
松
前
で
は
、
松
前
藩
の
入
国
管
理
体
制
に
基
づ

き
密
貿
易
の
詮
議
が
行
わ
れ
、
現
地
住
民
ア
イ
ヌ
の
証
言
を
得
な
い

ま
ま
浦
証
文
が
発
行
さ
れ
る
と
い
う
、
特
色
を
見
せ
た
。
ま
た
、
漂

着
者
が
ア
イ
ヌ
に
不
当
な
扱
い
を
受
け
な
い
事
、
つ
ま
り
蝦
夷
地
の

「
平
和
的
空
間
」
を
維
持
す
る
存
在
が
松
前
藩
で
あ
り
、
松
前
藩
は

漂
着
事
件
の
際
に
も
そ
れ
を
対
外
的
に
主
張
し
た
。

ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
を
と
く
に
経
済
的
な
側
面

か
ら
必
要
と
し
て
い
た
事
を
考
慮
す
る
と
、
中
世
日
朝
関
係
に
近
い

性
質
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
と
の
貿
易
を
望
ん
だ
日
本
の

諸
侯
が
、
朝
鮮
と
の
友
好
関
係
の
表
明
の
た
め
に
漂
着
者
の
送
還
を

積
極
的
に
行
っ
た
（
荒
野
泰
典
一
九
八
八
：
一
二
一
頁
）。
ア
イ
ヌ

と
松
前
藩
の
場
合
も
、
同
様
に
友
好
関
係
の
生
成
・
保
全
の
た
め
に
、

漂
着
者
へ
の
情
報
提
供
、
食
料
給
与
、
送
還
な
ど
が
行
わ
れ
た
と
理

解
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
ア
イ
ヌ
は
松
前
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
漂
着
者
を
救
助
し
、
松
前
へ
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

便
宜
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ア
イ
ヌ
に
よ
る
漂
着
物

の
収
集
、
漂
着
の
報
告
な
ど
、
日
本
国
内
で
あ
れ
ば
沿
岸
住
民
に
課

せ
ら
れ
た
義
務
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
イ
ヌ
の
送
還

協
力
は
、
結
果
的
に
は
日
本
の
送
還
体
制
を
周
辺
部
に
お
い
て
補
完

し
て
は
い
る
が
、
幕
藩
制
国
家
の
送
還
体
制
の
一
部
を
構
成
し
て
は

い
な
い
と
い
え
る
。
あ
く
ま
で
も
処
理
の
結
果
が
も
た
ら
す
利
害
が

ア
イ
ヌ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
上
で
、
多
く
の
場
合
が
救
助
や
送
還

の
協
力
と
い
っ
た
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
７
）

。

　
蝦
夷
地
に
お
け
る
漂
着
処
理
の
変
遷
に
つ
い
て
、
今
回
の
検
討
と

そ
れ
を
元
に
推
論
し
た
も
の
を
示
し
て
お
く
。
ま
ず
、
①
ア
イ
ヌ
独

自
の
漂
着
者
（
物
）
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
詳
細
は
不
明
な
が
ら
も
先
に
示
し
た
よ
う
に
特
定
の
領
域
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

ご
と
に
漂
着
者
・
漂
着
物
の
処
断
が
首
長
の
指
導
の
も
と
に
行
わ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
首
長
が
主
導
し
て
処
理
さ
れ
な
が
ら

も
、
日
本
へ
の
漂
着
者
救
助
・
送
還
協
力
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
時

代
（
②
）
が
存
在
し
、
次
に
③
日
本
国
内
同
様
の
漂
着
者
（
物
）
処

理
が
浸
透
し
て
い
く
時
代
が
来
た
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
蝦
夷

地
ひ
と
し
な
み
に
こ
の
三
つ
の
段
階
の
変
遷
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
一
七
世
紀
後
半
に
は
蝦
夷
地
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
②
の
段

階
に
な
り
、
松
前
に
よ
り
近
い
口
蝦
夷
地
・
中
蝦
夷
地
で
は
早
い
段

階
（
一
八
世
紀
初
頭
）
か
ら
③
の
段
階
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ア
イ
ヌ
の
村
送
り
に
よ
る
送
還
は
②
か
ら
③
へ
の
過
渡
期
の
段
階
と

い
え
、
一
八
世
紀
中
頃
に
は
奥
蝦
夷
地
に
ま
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
東
奥
蝦
夷
地
、
千
島
の
南
部
、
カ
ラ
フ
ト
南
部
が
③
の
段
階

な
る
の
は
一
九
世
紀
以
降
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
、
③
に
あ
た
る
時
期
の
ア
イ
ヌ
の
漂
着
者
処
理
の
変
化
を

展
望
し
て
お
く
。
蝦
夷
地
へ
の
漂
着
船
に
対
す
る
取
り
扱
い
の
規
定

は
、
一
七
五
〇
（
寛
延
三
）
年
の
幕
府
城
米
船
の
行
方
不
明
に
端
を

発
し
た
難
船
救
助
に
関
す
る
町
奉
行
の
指
示
書
が
初
出
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
か
ら
同
様
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
（
川
上

二
〇
〇
六
、二
〇
一
一
）。
同
書
に
は
、
ア
イ
ヌ
に
対
し
て
積
荷
の
取

り
上
げ
と
保
管
、
人
命
の
救
助
、
村
送
り
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い

た
。
一
七
九
〇
（
寛
政
二
）
年
の
蝦
夷
地
勤
番
宛
の
心
得
書
（『
松

前
福
山
諸
掟
』、
六
一
二
～
三
頁
。
月
日
を
欠
く
が
、
文
中
に
「
去

酉
年
東
蝦
夷
地
騒
擾
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
）、
一
八
二
八
（
文

政
一
一
）
年
の
ア
イ
ヌ
へ
の
申
渡
し
（「
子
モ
ロ
御
場
所
年
中
行
事
」

（
函
館
市
立
図
書
館
所
蔵
））
に
も
同
様
の
規
定
が
見
え
る
。
実
効
性

は
と
も
か
く
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
こ
の
よ
う
な
内
容
が
ア
イ
ヌ
に

申
し
渡
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
変
化
の
背
景
と
し
て
は
、
ア
イ
ヌ
の
和
人
へ
の
従
属
度
が
強

ま
っ
た
事
が
あ
げ
ら
れ
る
（
ブ
レ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
二
〇
〇
七
）。

享
保
・
元
文
期
こ
ろ
ま
で
に
多
く
の
商
場
で
ア
イ
ヌ
が
交
易
相
手

か
ら
漁
場
労
働
者
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
（
榎
森
進
二
〇
〇
八
：

二
一
〇
頁
）。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
要
因
に
和
人
の
蝦
夷
地
へ
の
進

出
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
八
世
紀
中
期
以
降
、
俵
物
や
魚
肥
の
生
産
地

と
し
て
蝦
夷
地
は
近
世
日
本
の
経
済
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
と
な

っ
て
お
り
、
必
然
的
に
交
通
量
が
増
加
し
た
（
榎
森
進
一
九
九
二
：

四
〇
三
頁
。
中
西
聡
一
九
九
八
）。
和
人
の
出
稼
ぎ
漁
夫
の
数
も
次

第
に
増
加
し
、
文
政
期
以
降
に
は
西
蝦
夷
地
に
定
住
す
る
和
人
漁

民
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
榎
森
進
二
〇
〇
八
：
三
七
三
頁
）。

ま
た
、
幕
府
が
蝦
夷
地
を
上
知
す
る
と
陸
路
が
整
備
さ
れ
越
年
・
出

稼
ぎ
す
る
も
の
も
増
加
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
第
一
次

幕
領
期
に
は
幕
府
主
導
の
送
還
・
海
難
救
助
体
制
の
下
に
ア
イ
ヌ
が

組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ア
イ

ヌ
は
徐
々
に
漁
場
の
労
働
力
と
し
て
と
り
こ
ま
れ
る
一
方
で
、
浦
方

の
住
民
と
し
て
幕
藩
制
国
家
主
導
の
送
還
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

っ
た
。

　
直
接
に
ア
イ
ヌ
が
日
本
国
内
の
海
難
救
助
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た

証
左
と
し
て
浦
証
文
へ
の
ア
イ
ヌ
の
登
場
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
三
五
（
天
保
六
）
年
二
月
一
八
日
か
ら
三
月
一
三
日
に
か
け
、

ハ
マ
マ
シ
ケ
・
マ
シ
ケ
・
ル
ル
モ
ツ
ペ
各
場
所
各
所
に
漂
着
物
・
漂

着
死
体
が
あ
が
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
（「
林
家
古
文
書
　
遭
難

船
一
件
」（『
余
市
町
史
』
一
、
余
市
町
、
一
九
八
五
年
、
四
〇
〇
～

一
一
頁
）。
二
月
一
八
日
に
は
マ
シ
ケ
場
所
ヲ
ニ
シ
カ
に
お
い
て
漂

着
荷
物
を
ア
イ
ヌ
が
発
見
し
た
が
、
ア
イ
ヌ
の
「
フ
ホ
ク
ロ
」「
タ

カ
ヤ
」「
ク
ラ
マ
相
ノ
」
が
爪
印
を
し
た
上
で
、
番
人
惣
助
・
通
詞

寿
平
と
連
名
（
奥
印
ル
ル
モ
ツ
ヘ
支
配
人
福
松
）
で
出
役
の
宮
本
兵

太
郎
へ
漂
着
物
発
見
の
経
緯
や
内
容
を
報
告
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
も

ユ
ウ
ト
マ
リ
と
ヲ
ネ
ナ
ヱ
に
お
い
て
も
ア
イ
ヌ
が
爪
印
を
し
た
う
え

で
、
出
役
に
報
告
書
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
同
日
シ
ユ
ミ
シ
ナ
イ
か

ら
ヱ
シ
ニ
リ
に
か
け
て
漂
着
物
が
あ
が
り
、
マ
シ
ケ
の
番
人
久
蔵
は

「
夷
人
共
呼
寄
セ
番
に
付
」
か
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
が
日
本

国
内
に
お
け
る
浦
方
と
同
様
の
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ヌ
は
救
助
機
能
を
和
人
の
支
配
下

に
あ
っ
て
果
た
し
、
情
報
の
収
集
と
証
言
を
お
こ
な
い
、
文
書
に
署

名
・
捺
印
を
行
い
、
漂
着
物
の
収
集
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア

イ
ヌ
が
和
人
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
て
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

註（1
）
こ
こ
で
は
、
浦
証
文
発
給
に
関
わ
る
取
り
調
べ
や
キ
リ
ス
ト
教
に

関
わ
る
詮
議
に
関
連
し
た
記
録
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん

で
漂
着
地
の
地
誌
的
記
述
な
ど
を
含
む
も
の
を
漂
流
記
と
す
る
。

（
2
）
近
世
北
方
と
幕
藩
国
家
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
蝦
夷
地
よ
り

北
方
の
地
域
へ
の
漂
着
も
蝦
夷
地
へ
の
漂
着
と
同
じ
俎
上
で
議
論
す

る
必
要
が
あ
る
。
現
ロ
シ
ア
領
域
へ
の
漂
着
者
に
関
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
サ
ニ
マ
や
光
太
夫
な
ど
の
漂
流
し
た
個
人
に
対
す
る
研
究
が
先

行
し
て
き
た
が
、
北
方
領
域
へ
の
漂
着
を
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す

る
動
き
も
存
在
す
る
（
木
崎
良
平
一
九
八
六
、一
九
八
八
、一
九
九
一
、

斉
藤
晨
二
一
九
七
四
、
な
ど
）。
こ
れ
ら
の
漂
流
民
と
蝦
夷
地
へ
の
漂

着
者
は
、
日
本
北
方
域
に
漂
着
し
て
い
る
と
い
う
部
分
で
は
共
通
し

て
お
り
、
漂
着
・
送
還
を
総
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
方
で
、
彼
我
の
間
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
近
世

東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
編
成
上
の
蝦
夷
地
の
位
置
を
確
認
す
る
う
え

で
も
重
要
な
作
業
に
な
り
う
る
。

（
3
）
救
助
の
場
合
で
も
、
漂
着
者
の
所
持
物
な
ど
が
対
価
と
し
て
支
払

わ
れ
る
事
も
あ
り
、
必
ず
し
も
無
償
の
救
助
で
は
な
い
事
に
注
意
し

た
い
。
た
だ
略
奪
的
な
行
為
が
あ
る
程
度
抑
制
さ
れ
た
場
合
で
も
、

浪
能
丸
の
事
例
の
よ
う
に
「
所
望
」
と
い
う
形
で
相
手
の
許
可
を
と

る
と
い
う
形
な
が
ら
も
、
漂
着
者
が
そ
れ
を
拒
否
で
き
な
い
状
況
で

行
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
4
）
同
じ
地
域
に
あ
っ
て
も
ア
イ
ヌ
の
立
場
に
相
違
が
あ
る
事
例
が
み

ら
れ
る
。
浪
能
丸
の
事
例
で
は
漂
着
者
に
対
し
て
押
し
取
り
を
行
う

山
中
の
ア
イ
ヌ
と
漂
着
者
を
保
護
す
る
ア
イ
ヌ
が
登
場
す
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
漂
着
者
の
保
護
に
当
た
っ
た
ア
イ
ヌ
が
交
易
を
通
じ
て

和
人
と
の
関
係
を
深
め
、
外
来
品
な
ど
を
入
手
し
や
す
い
立
場
に
あ
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り
、
そ
の
一
方
で
、
山
中
の
ア
イ
ヌ
は
そ
こ
か
ら
阻
害
さ
れ
て
い
た
、

も
し
く
は
積
極
的
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
者
は
和
人

と
の
関
係
を
比
較
的
軽
視
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
か
、
和
人
と
の
関

係
を
海
岸
の
ア
イ
ヌ
に
独
占
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
対
抗
手
段
を

と
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
た
だ
同
化
に
つ
い
て
も
漂
着
者
に
と
っ
て
は
帰
国
の
「
自
由
」
を

奪
わ
れ
る
事
に
も
繋
が
り
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
は
労
働
力
確
保
の
側

面
も
考
え
ら
れ
る
。

（
6
）
な
お
、
例
外
に
松
前
藩
が
江
戸
ま
で
送
還
を
行
っ
た
元
禄
九
年
の

朝
鮮
人
の
事
例
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
漂
着
者
が
朝
鮮
人
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
幕
藩
国
家
と
朝
鮮
国
と
の
送
還
体
制
の
視
点
で
検
討
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

（
7
）
こ
う
し
た
国
家
権
力
同
士
に
よ
ら
な
い
送
還
の
実
現
が
行
わ
れ
て

い
る
の
は
、
ア
イ
ヌ
と
日
本
間
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
近
年
、

荒
野
泰
典
氏
は
、
前
近
代
に
あ
っ
て
も
「
国
際
関
係
」
と
い
う
枠
組

み
で
そ
の
「
場
」
の
も
つ
固
有
の
論
理
や
歴
史
を
解
明
す
る
事
を
提

唱
し
て
い
る
（
荒
野
泰
典
二
〇
〇
〇
、
同
二
〇
一
〇
）。
あ
る
一
定
の

地
域
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
内
外
と
の
諸
関
係
を
律
す
る
慣
行
や
礼

式
が
あ
り
、
そ
れ
が
の
ち
の
近
代
的
な
「
国
際
法
」
に
つ
な
が
っ
て

い
く
。
そ
う
し
た
「
慣
行
」
な
ど
を
当
時
の
そ
の
地
域
の
「
国
際
関
係
」

と
し
て
と
ら
え
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
は
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
も
の
は
従
来
の
対
外
関
係
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
み
え
に
く

い
。
も
ち
ろ
ん
ア
イ
ヌ
の
よ
う
な
非
国
家
集
団
に
あ
っ
て
も
、
そ
の

行
動
を
規
定
し
て
い
た
要
素
は
た
だ
自
発
的
な
も
の
な
だ
け
で
は
な

く
周
辺
の
他
者
と
の
関
係
に
あ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
ア
イ
ヌ
が
漂
着
者
に
と
っ
た
行
動
に
つ
い
て
も
、
ア
イ
ヌ
を
取

り
巻
く
国
際
関
係
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
そ
れ
は
、
送
還
に
つ
な
が
る
行
為
だ
け
で
な
く
、
本
稿
で
「
ア

イ
ヌ
自
身
の
漂
着
処
理
」
と
表
現
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。

文
献
リ
ス
ト

秋
道
智
彌
『
ク
ジ
ラ
と
ヒ
ト
の
民
族
誌
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四

年
。

朝
尾
直
弘
「
鎖
国
制
の
成
立
」『
講
座
日
本
史
』
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
〇
年
。

安
達
裕
之
「
快
風
船
渉
海
紀
事
」『
海
事
史
研
究
』
一
四
、海
事
史
研
究
会
、

一
九
七
〇
年
。

荒
野
泰
典
「
近
世
日
本
の
漂
流
民
送
還
体
制
と
東
ア
ジ
ア
」『
歴
史
評
論
』

四
〇
〇
、一
九
八
三
年
。

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
八
年
。

荒
野
泰
典
「
近
世
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
論
と
漂
流
民
送
還
体
制
」『
史

苑
』
六
〇
巻
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
。

荒
野
泰
典
「
民
族
と
国
家
」（
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編

『
日
本
の
対
外
関
係
１
　
東
ア
ジ
ア
世
界
の
成
立
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
〇
年
）。

石
井
謙
治
『
和
船
Ⅰ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
。

池
内
敏
『
近
世
日
本
と
朝
鮮
漂
流
民
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
年
。

市
毛
幹
幸
「
蝦
夷
地
の
「
無
事
」
と
「
御
味
方
」
ア
イ
ヌ
認
識
―
一
八
世

紀
に
お
け
る
地
域
的
展
開
―
」『
日
本
歴
史
』
七
〇
五
、二
〇
〇
七
年
。

李
薫
著
・
池
内
敏
訳
『
朝
鮮
後
期
漂
流
民
と
日
朝
関
係
』
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
〇
八
年
。

ブ
レ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
（
秋
月
俊
幸
訳
）『
蝦
夷
地
の
征
服
　

一
五
九
〇
―
一
八
〇
〇
　
日
本
の
領
土
拡
張
に
み
る
生
態
学
と
文
化
』



－  120  －－  121  －

近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
。

榎
森
進
「
蝦
夷
地
を
め
ぐ
る
北
方
の
交
流
」『
日
本
の
近
世
』
六
、
情
報

と
交
通
、
中
央
公
論
、
一
九
九
二
年
。

榎
森
進
『
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
』
草
風
館
、
二
〇
〇
八
年
。

及
川
将
基
「
近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
一
覧
表
」『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
歴
史
的
前
提
に
関
す
る
学
際
的
研
究
』
平
成
一
二
年
度
～
平
成
一
四

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
Ａ
）（
２
）（
代
表
立
教
大
学

荒
野
泰
典
）
研
究
成
果
報
告
書
）、
二
〇
〇
三
年
。

海
保
嶺
夫
『
幕
藩
制
国
家
と
北
海
道
』
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
。

海
保
嶺
夫
『
近
世
蝦
夷
地
成
立
史
の
研
究
』
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
。

海
保
嶺
夫
『
中
世
の
蝦
夷
地
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。

加
藤
貴
校
訂
『
漂
流
奇
談
集
成
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
。

金
指
正
三
『
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
六
八
年
。

川
合
彦
充
『
日
本
人
漂
流
記
』
社
会
思
想
社
、
一
九
六
七
年
。

川
上
淳
『
近
世
後
期
の
奥
蝦
夷
地
史
と
日
露
関
係
』
北
海
道
出
版
企
画
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
。

菊
池
勇
夫
『
エ
ト
ロ
フ
島
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
。

木
崎
良
平
「
江
戸
時
代
ロ
シ
ア
へ
の
漂
流
・
抑
留
民
」『
立
正
大
学
文
学

部
紀
要
』
二
、一
九
八
六
。

木
崎
良
平
「
江
戸
時
代
ロ
シ
ア
漂
流
・
抑
留
民
の
帰
還
」『
立
正
大
学
文

学
部
紀
要
』
四
、一
九
八
八
。

木
崎
良
平
「
江
戸
時
代
ロ
シ
ア
帰
還
漂
流
・
抑
留
民
に
対
す
る
措
置
」『
立

正
大
学
文
学
部
紀
要
』
七
、一
九
九
一
。

木
崎
良
平
『
漂
流
民
と
ロ
シ
ア
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
。

木
部
和
昭
「
朝
鮮
人
漂
流
民
の
救
助
・
送
還
に
み
る
日
朝
両
国
の
接
触
」

『
史
境
』
二
六
、一
九
九
三
年
。

斉
藤
晨
二
「
ロ
シ
ア
極
東
地
方
と
江
戸
時
代
の
日
本
人
漂
流
ル
ー
ト
」『
日

本
海
域
研
究
所
報
告
』
六
、一
九
七
四
。

更
科
源
蔵
『
コ
タ
ン
生
物
記
Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
。

関
周
一
「
１
５
世
紀
に
お
け
る
朝
鮮
人
漂
流
人
送
還
体
制
の
形
成
」『
歴

史
学
研
究
』
六
一
七
、一
九
九
一
年
。

高
倉
新
一
郎
『
ア
イ
ヌ
研
究
』
北
海
道
大
学
生
活
協
同
組
合
、
一
九
六
六

年
。

高
倉
新
一
郎
『
新
版
ア
イ
ヌ
政
策
史
』
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
。

徳
永
和
喜
『
薩
摩
藩
対
外
交
渉
史
の
研
究
』
九
州
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
。

中
西
聡
『
近
世
・
近
代
日
本
の
市
場
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
。

浪
川
健
治
「
蝦
夷
地
の
「
無
事
」
―
一
七
世
紀
ア
イ
ヌ
社
会
の
な
か
の
「
和

人
」
―
」『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
別
冊
』
一
二
、
国
際
基
督
教
大
学
ア
ジ

ア
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
。

春
名
徹
「
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漂
流
民
送
還
体
制
の
形
成
」『
調
布

文
化
』
四
、一
九
九
四
年
。

春
名
徹
「
近
世
日
本
船
海
難
に
か
ん
す
る
中
国
全
記
録
の
再
検
討
―
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
世
漂
流
民
送
還
制
度
と
日
本
」『
海
事
史
研
究
』

六
二
、二
〇
〇
五
年
。

春
名
徹
「
近
世
漂
流
民
送
還
制
度
の
終
焉
」『
南
島
史
学
』
六
五
・
六
六
、

二
〇
〇
五
年
。

藤
木
久
志
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五

年
。

村
山
七
郎
『
漂
流
民
の
言
語
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年

山
本
博
文
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
。

劉
序
楓
「
漂
流
、
漂
流
記
、
海
難
」（
桃
木
至
朗
編
『
海
域
ア
ジ
ア
史
研

究
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）。
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渡
辺
美
季
「
清
代
中
国
に
お
け
る
漂
着
民
の
処
置
と
琉
球
（
1
）
～
（
2
）」

『
南
島
史
学
』
五
四
～
五
五
、一
九
九
九
～
二
〇
〇
〇
年
。

漂
着
史
料
典
拠
一
覧

一
六
六
二
年
（
寛
文
二
）
伊
勢
国
松
坂
七
郎
兵
衛
船
が
エ
ト
ロ
フ
島
に
漂

着
。〈
福
山
〉
二
九
八
～
九
頁
。『
勢
州
船
北
海
漂
着
記
』（『
江
戸
漂
流

記
総
集
』
一
、一
三
二
～
七
頁
）。『
玉
滴
隠
見
』（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史

籍
叢
刊
』
四
四
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
、
四
三
六
～
八
頁
）。

一
六
六
九
年（
寛
文
九
）一
関
藩
船
が
ノ
ッ
サ
ブ（
納
沙
布
）に
漂
着
。『
蝦

夷
蜂
起
』〈
庶
民
〉
六
四
四
頁
。

一
六
八
二
年
（
天
和
二
）
小
田
原
万
町
紀
伊
国
屋
清
兵
衛
船
が
蝦
夷
地
守

り（
不
明
）に
漂
着
。
盛
岡
市
教
育
委
員
会
・ 

盛
岡
市
中
央
公
民
館
編『
盛

岡
藩
雑
書
』
四
、
熊
谷
印
刷
出
版
部
、
八
四
七
～
八
頁
。

一
六
八
七
年
（
貞
享
四
）
越
後
国
船
が
泊
リ
川
（
現
八
雲
町
か
）
に
漂
着
。

〈
福
山
〉
三
〇
〇
頁
。

一
六
八
七
年
（
貞
享
四
）
相
馬
船
が
イ
フ
ツ
（
勇
払
）
に
漂
着
。〈
福
山
〉

二
九
九
頁
。

一
六
八
一
年
（
天
和
元
）
紀
伊
国
船
が
東
蝦
夷
地
に
漂
着
。〈
福
山
〉

三
〇
四
頁
。

一
六
九
〇
年
（
元
禄
三
）
シ
ラ
ヌ
カ
（
白
糠
）
漂
着
摂
津
国
大
坂
今
橋
日

野
屋
船
。〈
福
山
〉
三
〇
〇
頁
。

一
六
九
四
年
（
元
禄
七
）
陸
奥
国
石
巻
五
郎
兵
衛
船
が
シ
コ
タ
ン
（
色
丹
）

島
に
漂
着
。〈
福
山
〉
三
〇
六
頁
。

一
六
九
六
年
（
元
禄
九
）
朝
鮮
人
が
利
尻
島
に
漂
着
。
李
志
恒
『
漂
舟

録
』（『
海
行
摠
載
』
二
、
朝
鮮
群
書
大
系
続
々
四
、
朝
鮮
古
書
刊
行
會
、

一
九
一
四
年
）。
池
内
敏
「
李
志
恒
「
漂
舟
録
」
に
つ
い
て
」『
鳥
取
大

学
教
養
部
紀
要
』
二
八
、一
九
九
四
年
。〈
福
山
〉
二
六
二
～
二
九
八
頁
。

「
分
類
記
事
大
綱
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
対
馬
藩
宗
家
史
料
）、「
江

戸
藩
邸
毎
日
記
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
宗
家
史
料
）、「
朝
鮮

人
八
人
蝦
夷
漂
記
下
書
」（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
対

馬
藩
宗
家
史
料
）。

一
六
九
七
年
（
元
禄
一
〇
）
ア
ツ
ケ
シ
（
厚
岸
）
に
漂
着
船
あ
り
。〈
福
山
〉

三
〇
六
頁
。

一
七
〇
五
年
（
宝
永
二
）
酒
田
船
が
ヲ
コ
シ
リ
島
（
奥
尻
）
に
漂
着
。〈
福

山
〉
三
〇
四
頁
。

一
七
一
一
年
（
正
徳
元
）
陸
奥
国
青
森
船
が
、エ
ト
ロ
フ
島
に
漂
着
。『
エ

ト
ロ
フ
島
漂
着
記
』〈
庶
民
〉
九
頁
。

一
七
一
二
年
（
正
徳
二
）
大
隅
国
浜
之
市
村
船
が
エ
ト
ロ
フ
島
に
漂
着
。

『
エ
ト
ロ
フ
島
漂
着
記
』〈
庶
民
〉
五
～
一
二
頁
。

一
七
一
八
年
（
享
保
三
）
南
部
船
・
江
戸
霊
厳
島
船
が
ク
ス
リ
（
釧
路
）

に
漂
着
。〈
福
山
〉
三
〇
〇
～
一
頁
。

一
七
二
一
年
（
享
保
六
）
陸
奥
国
浜
名
村
（
青
森
県
今
別
町
）
船
が
サ
ネ

ナ
イ
（
神
恵
内
村
珊
内
）
に
漂
着
。「
津
軽
藩
庁
日
記
」〈
青
森
〉。

一
七
二
七
年
（
享
保
一
二
）
大
坂
喜
太
夫
船
が
シ
ヤ
コ
タ
ン
（
現
積
丹
町
）

の
レ
ホ
ナ
イ
で
破
船
。〈
福
山
〉
三
〇
三
頁
。

一
七
二
八
年
（
享
保
一
三
）
盛
岡
藩
米
積
船
が
ウ
ル
ッ
プ
島
に
漂
着
。『
盛

岡
藩
雑
書
』
一
三
、七
九
五
頁
。

一
七
三
九
年（
元
文
四
）竜
浜（
青
森
県
三
厩
村
）に
ア
イ
ヌ
八
名
が
漂
着
。

「
津
軽
藩
庁
日
記
」〈
青
森
〉。

一
七
四
二
年
（
寛
保
二
）
ヱ
ケ
シ
ナ
イ
川
に
南
部
船
ら
し
き
船
が
漂
着
。

〈
福
山
〉
三
〇
二
～
三
頁
。

一
七
五
一
年
（
宝
暦
元
）
ア
イ
ヌ
が
天
下
森
浜
（
青
森
県
三
沢
市
天
ヶ
森
）

に
漂
着
。
村
林
源
助
『
原
始
謾
筆
風
土
年
表
』（
み
ち
の
く
叢
書
六
）

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
、
五
四
頁
。
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近
世
蝦
夷
地
漂
着
者
と
ア
イ
ヌ
・
松
前
藩
―
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
を
中
心
に
―
（
及
川
）

一
七
五
六
年
（
宝
暦
六
）
陸
奥
国
下
山
田
浦
与
十
郎
船
が
東
蝦
夷
地
に
漂

着
。 
〈
大
槌
〉
五
二
四
頁
。

一
七
五
六
年
（
宝
暦
六
）
陸
奥
国
大
沢
浦
六
之
助
船
が
ト
カ
チ
（
十
勝
）

に
漂
着
。〈
大
槌
〉
五
二
四
～
五
頁
。

一
七
五
六
年
（
宝
暦
六
）
陸
奥
国
石
巻
和
泉
屋
升
右
衛
門
船
が
シ
イ
コ
タ

ン（
色
丹
）に
漂
着
。『
東
藩
史
稿
』一
、第
三
巻
、宝
文
堂
、一
九
七
六
年
、

一
二
～
一
三
頁
。

一
七
五
七
年
（
宝
暦
七
）
紀
伊
国
薗
村
堀
川
屋
八
郎
右
衛
門
船
が
エ
ト
ロ

フ
島
に
漂
着
。（
川
上
淳
二
〇
一
一
）。

一
七
六
一
年
（
宝
暦
一
一
）
伊
勢
国
船
が
シ
コ
タ
ン
（
色
丹
）
に
漂
着
。

川
上
淳
・
菊
池
勝
祀
・
本
田
克
代
「
史
料
『
蝦
夷
物
語
』」『
根
室
市
博

物
館
開
設
準
備
室
紀
要
』
一
二
、一
九
九
八
年
。『
飄
船
記
』（
函
館
市

立
図
書
館
所
蔵
）。

一
七
六
二
年
（
宝
暦
一
二
）
摂
津
国
西
宮
船
が
カ
ラ
フ
ト
に
漂
着
。「
蝦

夷
に
し
き
」（『
増
訂
海
外
異
聞
』
一
七
、京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）。

「
唐
太
島
漂
流
記
」（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
所
蔵
）。

一
七
六
三
年
（
宝
暦
一
三
）
石
巻
船
が
シ
ヤ
マ
ニ
（
様
似
）
に
漂
着
。〈
福

山
〉
三
〇
二
頁
。

一
七
六
三
年
（
宝
暦
一
三
）
摂
津
国
船
が
漂
着
（
漂
着
地
不
明
）。〈
福
山
〉

三
〇
一
頁
。

一
七
六
三
年（
宝
暦
一
三
）名
古
屋
船
が
ト
カ
チ
ト（
十
勝
）に
漂
着
。〈
福

山
〉
三
〇
二
頁
。

一
八
世
紀
後
半
薩
摩
船
が
シ
ラ
ヌ
カ
に
漂
着
。
菊
荘
翁
『
迷
復
記
』（
内

閣
文
庫
・
東
北
大
学
狩
野
文
庫
・
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）。

頻
出
す
る
も
の
の
書
誌
情
報
は
以
下
に
掲
げ
る
。
ま
た
〈
　
〉
内
の
略
記

を
採
用
し
た
。

〈
庶
民
〉　
高
倉
新
一
郎
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
四
、一
九
六
九

年
、
三
一
書
房
。

〈
青
森
〉　
青
森
県
市
編
さ
ん
近
世
部
会
編
『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
一
、

青
森
県
史
友
の
会
、
二
〇
〇
一
年
。

〈
福
山
〉　『
福
山
秘
府
』（『
新
撰
北
海
道
史
』
第
五
巻
史
料
一
、北
海
道
庁
、

一
九
三
六
年
）。

〈
大
槌
〉　『
大
槌
支
配
録
』（
大
槌
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
槌
町
史
』
上
、

大
槌
町
、
一
九
六
六
年
）。

（
豊
島
区
郷
土
資
料
館
）


